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古

文

尋

は

じ

め

に

戊
戌
政
変
と
は
ど
の
よ
う
な
事
件
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
は
辛
亥
革
命
に
至
る
清
末
政
治
史
を
語
る
上
で
重
要
な
鍵
を
握
る
も
の
で
あ

る
。
政
変
は
変
法
派
と
守
旧
派
の
間
に
存
在
し
た
種
々
の
対
立
が
招
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
外
交
政
策
を
巡
る
対
立
も
、
そ
の
中
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
日
清
戦
争
以
降
の
外
交
政
策
を
め
ぐ
る
対
立
と
い
う
ご
く
限
ら
れ
た
視
野
か
ら
、
戊
戌
の
年

(

光
緒
二
十

四
年
・
一
八
九
八
年)

に
中
国
内
外
を
震
撼
さ
せ
た
政
変
に
繋
が
る
導
線
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
に
お
い
て
日
清
戦
争
期
の
中
国
国
内
に
お
け
る
論
争
は
主
戦
派
と
主
和
派
の
対
立
が
焦
点
と
さ
れ
て
き
た
が

(

１)

、
本
稿
は

そ
こ
で
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
対
外
連
携
策
へ
傾
倒
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
三
国
干
渉
か
ら
露
清
密
約
締
結
に
至
る
過
程

で
、
連
露
策
が
政
府
全
体
の
合
意
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
は
佐
々
木
揚
の
指
摘
が
あ
る

(

２)

。
し
か
し
な
が
ら
、
膠
州
湾
事
件
を

第
九
十
三
巻

1

一
一
七



経
た
後
に
は
そ
の
合
意
は
崩
れ
、
外
交
政
策
論
争
の
争
点
と
し
て
連
英
日
・
連
露
を
巡
る
対
立
が
浮
上
し
た
と
す
る
の
が
従
来
の
解
釈

と
言
え
る
。

こ
の
争
点
は
戊
戌
政
変
へ
と
繋
が
る
外
交
政
策
を
巡
る
対
立
点
と
も
さ
れ
、
守
旧
派
が
標
榜
し
た
連
露
策
に
対
し
、
変
法
派
が
連
英

日
策
を
唱
え
た
こ
と
で
、
そ
の
対
立
点
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る

(

３)

。
そ
の
代
表
的
論
者
の
一
人
孔
祥
吉
は
、
一
八
九
七
年
十
一
月
十

四
日
ド
イ
ツ
が
膠
州
湾
を
占
領
し
た
直
後
、
李
鴻
章
が
何
ら
の
命
も
な
く
ロ
シ
ア
公
使
館
に
干
渉
を
求
め
に
走
っ
た

(

４)

こ
と
、
ロ
シ
ア
艦

船
の
旅
順
口
入
港
の
通
知
が
総
理
衙
門
を
経
な
い
で
李
鴻
章
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
こ
と

(

５)

、
李
鴻
章
が
独
断
で
旅
順
に
通
訳
を
派
遣
し
た

こ
と

(

６)

等
々
、
言
わ
ば
こ
れ
ら
越
権
行
為
の
背
後
に
西
太
后
の
存
在
が
あ
る
と
す
る
。
孔
祥
吉
は
未
刊
の
清
宮�
案
の
う
ち
に
、
西
太
后

が
李
鴻
章
の
親
露
神
話
を
深
く
信
じ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
が
見
出
さ
れ
る
と
し
、｢

西
太
后
は
李
鴻
章
の
影
響
の
下
、
親
露
政
策

を
信
奉
し
た

(

７)｣

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
膠
州
湾
事
件
を
機
に
康
有
為
ら
変
法
派
が
主
張
し
始
め
る
連
英
日
策
を
、｢

康
有
為
の
連
英
日

の
建
議
は
、
当
時
西
太
后
・
恭
親
王
ら
清
国
朝
廷
が
ロ
シ
ア
に
抱
い
て
い
た
幻
想
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の

(

８)｣

と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
清
戦
争
以
降
の
連
露
策
と
連
英
日
策
を
巡
る
論
争
は
、
西
太
后
ら
守
旧
派
と
康
有
為
ら
変
法
派
の
対
立
と
し
て
見

ら
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
守
旧
派
の
連
露
策
と
変
法
派
の
連
英
日
策
と
い
う
対
立
の
構
図
は
、
変
法
を
巡
る
対
立
の
構
図
に
も
置
き
換

え
ら
れ
て
い
る
。
変
法
派
は
百
日
維
新
の
間
に
も
連
英
日
策
を
主
張
す
る
が
、
湯
志
鈞
は
そ
の
理
由
を

｢

慈
禧
を
首
領
と
す
る
頑
固
派

が
親
露
で
あ
っ
た
た
め
、
改
良
派
は
英
米
等
の
国
家
が
彼
ら
を
支
持
す
る
と
幻
想
し
た

(

９)｣

と
し
た
。
日
本
で
も
、
か
つ
て
彭
澤
周
は
戊

戌
変
法
に
お
け
る
変
法
派
と
守
旧
派
の
対
立
点
の
一
つ
を
、｢

變
法
派
の
親
日
英
外
交
と
保
守
派
の
親
露
外
交
と
の
對
立

(�)｣

と
述
べ
た

し
、
坂
出
祥
伸
は

｢

そ
の
抗
争
の
背
景
に
は
、
西
太
后
に
つ
な
が
る
ロ
シ
ア
と
、
変
法
派
に
つ
な
が
る
日
本
・
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
勢
力
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の
角
逐
と
い
う
複
雑
な
構
図
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い

(�)｣

と
述
べ
る
等
、
変
法
派
と
守
旧
派
の
連
英
日
・
連
露
を
巡
る
対
立
は
、
変
法

の
争
点
と
も
な
っ
た
と
す
る
の
が
従
来
の
解
釈
と
言
え
よ
う

(�)

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
解
釈
は
一
面
性
を
免
れ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
膠
州
湾
事
件
か
ら
戊
戌
政
変
の
間
、
変
法
派
は
確

か
に
連
英
日
策
を
主
張
し
た
が
、
守
旧
派
が
連
露
策
を
標
榜
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。
連
英
日
派
と
連
露
派

の
対
立
が
戊
戌
政
変
を
招
い
た
一
因
と
す
る
説
は
十
分
な
史
料
的
裏
付
け
を
欠
い
て
い
る
。
で
は
、
戊
戌
政
変
に
至
る
時
期
の
外
交
政

策
を
巡
る
論
争
の
争
点
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
は
、
日
清
戦
争
以
降
の
対
外
連
携
策
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
転
に
目
を
凝
ら
し
、

戊
戌
政
変
に
至
る
外
交
政
策
の
対
立
が
や
が
て
は
内
政
に
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
く
契
機
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

連
露
策
の
変
転
過
程

ま
ず
、
連
露
派
の
実
態
を
順
に
追
う
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

日
清
戦
争
は
一
八
九
四
年
春
に
、
朝
鮮
で
甲
午
農
民
戦
争
が
起
こ
り
、
日
清
両
国
が
朝
鮮
に
派
兵
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
始

ま
っ
た
。
日
本
は
清
国
に
、
反
乱
の
徹
底
鎮
圧
と
朝
鮮
の
内
政
改
革
を
両
国
に
よ
り
進
め
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
清
国
が
こ
の
提
案
を

拒
否
す
る
と
、
日
本
は
同
年
七
月
二
十
八
日
清
国
軍
に
奇
襲
攻
撃
を
し
か
け
、
八
月
一
日
に
は
宣
戦
布
告
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
よ
り
先
、
直
隷
総
督
北
洋
大
臣
李
鴻
章
は
ロ
シ
ア
の
干
渉
に
よ
り
事
態
の
打
開
を
図
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
が
日
清
戦

争
以
降
の
連
露
論
の
始
ま
り
で
あ
る
。

李
鴻
章
は
六
月
二
十
一
日
の
総
理
衙
門
宛
電
報

(�)
を
皮
切
り
に
、
駐
清
ロ
シ
ア
公
使
カ
ッ
シ
ー
ニ
と
の
会
談
内
容
を
報
告
し
、
再
三
ロ

日
清
戦
争
以
後
の
清
朝
対
外
連
携
策
の
変
転
過
程

宮
古
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シ
ア
の
干
渉
に
よ
る
開
戦
回
避
、
す
な
わ
ち
連
露
策
に
よ
る
開
戦
回
避
を
主
張
し
た

(�)

。
そ
れ
に
対
し
、
強
く
主
戦
論
を
唱
え
た
の
は
光

緒
帝
で
あ
り
、
そ
の
教
育
係
を
務
め
、
光
緒
帝
の
認
識
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
翁
同�
で
あ
っ
た
。
李
鴻
章
は
、
ロ
シ
ア
艦
隊
と
合

同
で
仁
川
に
艦
隊
を
派
遣
す
る
よ
う
提
案
す
る
の
で
あ
る
が

(�)

、
光
緒
帝
は
こ
れ
に
反
対
し
、
ロ
シ
ア
に
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
と
命
じ
、

翁
同�
は
こ
の
旨
を
李
鴻
章
に
電
報
で
伝
え
た

(�)
。
七
月
二
十
八
日
、
成
歓
・
牙
山
の
役
に
お
い
て
清
国
軍
は
大
敗
し
、
八
月
一
日
に
日

清
両
国
よ
り
正
式
に
宣
戦
の
詔
勅
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
李
鴻
章
は
、
ロ
シ
ア
に
は
挙
兵
し
日
本
を
駆
逐
す
る
意
が
あ
る
と
し

て
、
な
お
も
ロ
シ
ア
と
の
連
携
を
主
張
し
た
。
し
か
し
光
緒
帝
は
こ
れ
に
対
し
、
ロ
シ
ア
の
意
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
結
ぶ
こ

と
も
で
き
な
い
と
し
た

(�)
。
八
月
十
六
日
付
の
諭
旨
で
は
、
仮
に
李
鴻
章
の
言
う
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
に
日
本
の
駆
逐
を
目
的
と
し
た
派
兵

の
意
思
が
あ
っ
て
も
、
ロ
シ
ア
と
は
連
携
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
単
独
で
勝
利
せ
よ
と
伝
え
て
い
る

(�)

。

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
戦
況
は
清
国
に
と
っ
て
厳
し
い
結
果
と
な
っ
て
い
た
。
九
月
十
六
日
、
平
壌
の
戦
い
で
清
国
陸
軍
は
大
敗

し
、
翌
九
月
十
七
日
の
黄
海
の
海
戦
で
は
主
力
の
北
洋
艦
隊
は
壊
滅
状
態
に
陥
い
り
、
清
国
は
日
本
と
の
講
和
を
視
野
に
入
れ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
時
西
太
后
は
翁
同�
に
、
天
津
に
出
向
き
、
ロ
シ
ア
と
の
連
携
の
可
能
性
に
つ
い
て
李
鴻
章
に
問
い
合
わ
せ
る
よ
う
命
じ
た
。

翁
同�
は
ロ
シ
ア
と
の
連
携
策
に
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
他
の
者
を
遣
わ
す
よ
う
に
と
要
請
し
た
が
、
最
後
に
は
西
太
后
の
要
請

を
容
れ
て

(�)

九
月
三
十
日
に
は
翁
同�
と
李
鴻
章
の
会
談
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
中
で
李
鴻
章
は
、
ロ
シ
ア
と
の
連
携
を
強
め
て
強
力
な
干

渉
を
求
め
る
べ
き
と
し
た

(�)
。
し
か
し
、
翁
同�
は
李
鴻
章
と
の
会
談
を
終
え
帰
京
す
る
と
、
光
緒
帝
へ
の
報
告
の
中
で
、
カ
ッ
シ
ー
ニ

は
信
用
に
値
し
な
い
と
力
説
し
た
の
で
あ
っ
た

(�)
。
こ
の
よ
う
に
翁
同�
は
、
戦
況
が
不
利
に
な
り
な
が
ら
も
、
な
お
ロ
シ
ア
と
連
携
し
、
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干
渉
を
求
め
る
方
策
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。

一
方
李
鴻
章
は
、
引
き
続
き
ロ
シ
ア
の
干
渉
が
信
用
に
足
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
続
け
て
い
た
。
十
月
十
二
日
に
李
鴻
章
と
カ
ッ

シ
ー
ニ
の
会
談
が
行
わ
れ
た

(�)
。
李
鴻
章
は
、
ロ
シ
ア
は
講
和
交
渉
の
開
始
後
に
本
格
的
な
干
渉
に
乗
り
出
す
意
向
で
あ
る
か
ら
、
清
国

は
早
期
に
講
和
交
渉
に
臨
む
べ
き
で
あ
る
と
総
理
衙
門
に
報
告
し
た

(�)

。

こ
の
時
、
清
国
の
置
か
れ
た
不
利
な
状
況
を
打
開
す
べ
く
、
対
外
連
携
策
、
特
に
連
露
策
を
主
張
し
て
い
た
の
は
李
鴻
章
だ
け
で
は

な
か
っ
た
。
湖
広
総
督
張
之
洞
は
十
月
十
二
日
の
李
鴻
藻
宛
電
報
に
て
、
英
露
に
利
益
を
与
え
て
で
も
英
露
の
干
渉
を
取
り
付
け
よ
、

特
に
ロ
シ
ア
と
の
連
携
が
重
要
で
あ
る
と
し

(�)
、
十
一
月
十
四
日
の
李
鴻
章
宛
電
報
で
も
同
様
の
主
張
を
行
っ
て
い
る

(�)

。
現
状
を
打
開
す

る
た
め
に
、
早
期
の
講
和
を
図
る
か
、
徹
底
抗
戦
を
図
る
か
と
い
う
点
で
は
、
張
之
洞
は
李
鴻
章
と
意
見
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
連
露

策
に
よ
り
難
局
の
打
開
を
図
る
と
い
う
点
で
は
、
李
鴻
章
と
同
一
意
見
に
あ
っ
た
。
十
一
月
一
日
、
西
太
后
が
諸
臣
に
対
し
て
、
目
下

の
状
況
に
お
い
て
ど
う
す
る
べ
き
か
と
問
い
、
軍
機
・
総
理
衙
門
大
臣
孫
毓�文
も
各
国
の
調
停
を
請
う
案
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
翁
同�
は
な
お
こ
れ
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
た

(�)
。

こ
の
よ
う
に
、
早
期
の
講
和
を
図
る
に
せ
よ
、
徹
底
抗
戦
を
図
る
に
せ
よ
、
対
外
連
携
策
、
特
に
連
露
策
に
頼
る
べ
き
と
す
る
主
張

が
多
く
為
さ
れ
る
中
、
な
お
も
翁
同�
ら
主
戦
派
は
対
外
連
携
策
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
清
国
の
置
か
れ
た
状
況
は
さ
ら
に
悪
化
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
。
十
一
月
十
八
日
、
旅
順
港
が
陥
落
し
、
翌
一
八
九
五
年

一
月
二
十
日
に
は
日
本
軍
は
山
東
半
島
に
上
陸
、
二
月
一
日
ま
で
に
威
海
衛
の
南
北
の
砲
台
を
占
領
し
た
。
二
月
十
一
日
に
は
北
洋
艦

隊
提
督

(

北
洋
水
師
提
督)

丁
汝
昌
が
自
殺
し
、
北
洋
艦
隊
は
降
伏
し
た
。
二
月
十
六
日
、
日
本
か
ら

｢

賠
償
金
の
支
払
い
、
朝
鮮
の

日
清
戦
争
以
後
の
清
朝
対
外
連
携
策
の
変
転
過
程

宮
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三
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独
立
、
土
地
割
譲
、
新
通
商
条
約
の
締
結｣

等
か
ら
な
る
講
和
交
渉
の
原
則
が
提
示
さ
れ
た
。
二
月
二
十
二
日
の

『

翁
文
恭
公
日
記』

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

合
肥

(
李
鴻
章)

が
奏
し
て�
べ
る
に
は
、
領
土
割
讓
の�
に
乘
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
も
し

(

日
本
が)

土
地
を
占
領
し
賠
償
金

を�
求
し
た
と
し
た
ら
、
や
は
り
對
處
は�
し
く
、�
部
に
も
恐
ら
く
そ
の
資
金
は
無
い
で
あ
ろ
う
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私

は
奏
言
し
て
、
領
土
割
讓
す
る
こ
と
な
く
處
理
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
賠
償
金
を
多
く
す
る
よ
う
努
力
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
。

だ
が
孫
毓�文
、
徐
用
儀
は
領
土
割
讓
に
應
じ
な
け
れ
ば
、
何
も
始
ま
ら
な
い
と�
べ
た
。
海
防
に
つ
い
て
問
う
と
、
李
鴻
章
は
實

�
は
見�
み
は
な
い
、
敢
え
て
隱
し
立
て
は
し
な
い
、
と
答
え
た

(�)
。

李
鴻
章
は
積
極
的
に
領
土
割
譲
に
つ
い
て
交
渉
す
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
一
方
で
、
領
土
割
譲
要
求
を
賠
償
金
支
払
い
に
よ
り
免
れ

る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
示
し
、
戸
部
尚
書
で
あ
る
翁
同�
に
同
意
を
迫
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
翁
同�
は
、
領
土
割
譲

に
応
じ
ず
に
講
和
を
図
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
、
賠
償
金
を
多
く
与
え
る
よ
う
尽
力
す
べ
き
と
し
た
。
一
方
、
軍
機
・
総
理
衙
門
大
臣

で
あ
る
孫
毓�文
・
徐
用
儀
は
領
土
割
譲
に
応
じ
る
こ
と
な
く
し
て
講
和
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
で
は
、
日
本
に
対
し
な
お
抗
戦
す

る
手
立
て
は
あ
る
か
と
問
う
と
、
李
鴻
章
は
そ
れ
も
難
し
い
と
答
え
た
。
も
は
や
中
国
に
残
さ
れ
た
道
は
、
日
本
の
領
土
割
譲
要
求
に

応
じ
て
講
和
交
渉
を
進
め
る
以
外
に
な
い
と
の
意
見
が
大
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
瀬
戸
際
に
お
い
て
も
翁
同�
は
領
土

割
譲
要
求
に
だ
け
は
応
じ
ら
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

李
鴻
章
、
慶
親
王
及
び
主�
な
大
臣
が
傳
心
殿
に
集
ま
り
會
議
を
行
っ
た
際
、
李
鴻
章
は
私
に
講
和
交�
に
同
行
す
る
よ
う��

し
た
。
私
は
、
も
し
も
私
が
外
交
交�
の
經
驗
が
あ
れ
ば
、
き
っ
と
辭
さ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
未
熟�
が
そ
の
よ
う
な
重�
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な
こ
と
を
す
る
な
ど
論
外
だ
と�
べ
た
。
李
鴻
章
は
、
領
土
割
讓
交�
が
駄
目
な
ら
、
交�
が
行
き
詰
ま
れ
ば
歸
國
す
る
の
み
、

と�
べ
、
そ
の
言
葉
に
は
斷
固
と
し
た
趣
が
あ
っ
た
。
孫
毓�文
、
徐
用
儀
は
極
論
を
以
て
脅
か
す
も
の
と
し
つ
つ
、
双
方
を
取
り

持
と
う
し
た
。
し
か
し
、
一
同
は
默
り
込
ん
だ
。
私
は
獨
り
前
議
を
主
張
し
、
賠
償
金
は
領
土
割
讓
に�
る
と�
べ
た
。
李
鴻
章

は
英
露
に
盡
力
を�
う
こ
と
を�
ん
だ
が
、
孫
毓�文
、
徐
用
儀
は
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
自
分
も
そ
れ
を
強
く
支
持

し
、
議
論
を
終
え
た

(�)
。

傳
心
殿
で
の
審
議
で
も
領
土
割
譲
を
巡
り
議
論
が
白
熱
し
た
。
領
土
割
譲
要
求
に
応
じ
ら
れ
な
い
と
主
張
し
続
け
る
翁
同�
に
、
李

鴻
章
は
講
和
交
渉
へ
同
行
し
て
は
ど
う
か
と
迫
っ
た
。
翁
同�
が
こ
れ
を
断
る
と
、
領
土
割
譲
要
求
に
応
じ
る
権
限
が
与
え
ら
れ
な
い

以
上
、
講
和
交
渉
の
決
裂
も
辞
さ
ず
と
堅
い
決
心
を
ち
ら
つ
か
せ
た
。
し
か
し
、
な
お
翁
同�
は
考
え
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
領
土
割

譲
要
求
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
、
賠
償
金
の
支
払
い
で
手
を
打
つ
べ
き
だ
と
主
張
し
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
李
鴻
章
は

｢

英
露
に

盡
力
を�
う
こ
と｣

、
つ
ま
り
英
露
の
干
渉
を
求
め
る
よ
う
提
案
し
た
が
、
孫
毓�文
、
徐
用
儀
は
そ
れ
は
で
き
な
い
と
し
た
。

二
月
二
十
四
日
、
李
鴻
章
が
各
国
公
使
館
に
赴
き
干
渉
を
得
よ
う
と
し
た
が
要
領
を
得
な
か
っ
た
た
め
、
孫
毓�文
は
領
土
割
譲
要
求

に
応
じ
る
こ
と
で
事
態
の
収
束
を
図
る
よ
う
主
張
し
た
が
、
翁
同�
は
こ
れ
に
反
対
し
た
。
翌
二
月
二
十
五
日
に
は
、
李
鴻
章
が
英
露

独
公
使
と
会
見
し
た
が
、
干
渉
に
乗
り
出
す
と
の
確
約
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
も
は
や
領
土
割
譲
も
已
む
無
し
と
し
、

恭
親
王
も
こ
の
意
見
に
同
意
し
た
。
翁
同�
は
そ
れ
に
も
同
意
せ
ず
、
領
土
割
譲
要
求
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
と
し
続
け
た
。
ま
た
、
領

土
割
譲
に
断
固
と
し
て
反
対
し
て
い
た
の
は
西
太
后
も
同
様
で
あ
り
、
二
十
六
日
に
は
、
前
日
の
謁
見
の
次
第
を
耳
に
し
、
西
太
后
は

激
怒
し
て
い
る

(�)

。

日
清
戦
争
以
後
の
清
朝
対
外
連
携
策
の
変
転
過
程

宮
古
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こ
の
よ
う
に
領
土
割
譲
要
求
に
応
じ
る
か
否
か
清
国
中
枢
で
意
見
が
割
れ
る
中
、
駐
露
独
墺
蘭
公
使
許
景
澄
、
駐
英
仏
伊
白

(

ベ
ル

ギ
ー)
公
使�
照�爰
、
駐
米
公
使
楊
儒
等
か
ら
、
露
英
等
各
国
は
日
本
が
講
和
条
件
を
提
出
す
る
以
前
に
干
渉
に
出
る
こ
と
は
な
い
が
、

講
和
条
件
の
提
出
を
待
っ
て
必
ず
干
渉
に
出
よ
う
と
の
観
測
電
が
相
次
い
で
到
着
し
て
い
た

(�)

。
三
月
二
日
、
許
景
澄
、�
照�爰
に
、
英

仏
の
干
渉
を
得
る
道
を
模
索
す
る
よ
う
命
じ
る
電
諭
が
為
さ
れ
る
一
方

(�)

、
同
日
清
国
政
府
は
李
鴻
章
に
交
渉
の
全
権
を
与
え
、
日
本
と

の
交
渉
に
臨
ま
せ
た
。
そ
の
経
過
を
見
る
と
、
各
国
が
干
渉
に
出
る
こ
と
に
確
信
も
な
い
ま
ま

(�)

、
ま
た
翁
同�
ら
領
土
割
譲
反
対
派
が

領
土
割
譲
容
認
に
転
じ
た
わ
け
で
も
な
い
ま
ま

(�)
、
も
は
や
日
本
と
の
講
和
交
渉
に
応
じ
な
け
れ
ば
北
京
も
危
う
い
状
況
の
下
、
領
土
割

譲
を
免
れ
る
に
は
、
日
本
の
講
和
条
件
提
出
後
の
列
国
の
干
渉
に
一
縷
の
望
み
を
託
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
だ
ろ
う
。

三
月
二
十
日
か
ら
下
関
に
て
講
和
交
渉
が
行
わ
れ
、
四
月
十
七
日
に
馬
関
条
約
が
調
印
さ
れ
る
運
び
と
な
る
が
、
列
国
の
干
渉
が
現
実

の
も
の
と
な
る
に
は
四
月
二
十
三
日
の
三
国
干
渉
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

三
国
干
渉
直
前
の
四
月
二
十
日
に
は
、
天
津
海
関
道
兼
天
津
海
関
監
督
盛
宣
懐
が
電
報
に
て
、
駐
清
ド
イ
ツ
公
使
ブ
ラ
ン
ト
が
、
ド

イ
ツ
が
露
仏
と
合
同
で
干
渉
に
出
る
よ
う
尽
力
し
て
い
る
と
の
話
が
あ
る
が
、
あ
て
に
は
で
き
な
い
と
報
告
し
た
の
に
対
し
、
翁
同�

は
盛
宣
懐
の
見
解
を
斥
け
、
光
緒
帝
に
露
独
仏
の
干
渉
の
重
要
性
を
力
説
し
て
い
る

(�)
。
当
初
列
国
の
干
渉
を
求
め
る
策
に
否
定
的
で
あ
っ

た
翁
同�
は
、
領
土
割
譲
を
何
と
し
て
も
避
け
た
い
が
た
め
に
、
列
国
の
干
渉
に
一
縷
の
望
み
を
託
し
、
こ
の
頃
に
は
積
極
的
な
対
外

連
携
論
者
の
一
人
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
対
外
連
携
策
は
清
国
中
枢
の
言
わ
ば
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

二

連
露
合
意
と
そ
の
破
綻
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四
月
二
十
三
日
、
露
独
仏
三
国
公
使
に
よ
り

｢

遼
東
半
島
の
領
有
は
中
国
の
都
を
危
う
く
し
、
朝
鮮
の
独
立
を
有
名
無
実
と
し
、
か

つ
極
東
の
平
和
に
対
す
る
恒
久
的
な
障
害
と
な
る｣

と
い
う
趣
意
の
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
る
と
、
日
本
は
五
月
七
日
、｢

遼
東
半
島
全

部
を
放
棄
す
る
、
た
だ
し
、
下
関
条
約
は
予
定
の
通
り
批
准
交
換
し
、
か
つ
遼
東
半
島
還
付
に
対
し
賠
償
金
を
と
る｣

と
い
う
趣
旨
の

回
答
を
三
国
に
対
し
て
行
っ
た
。
こ
の
成
り
行
き
の
中
で
清
国
は
、
日
本
の
賠
償
金
要
求
を
阻
止
す
る
た
め
ロ
シ
ア
の
干
渉
に
期
待
し
、

さ
ら
に
は
ロ
シ
ア
の
干
渉
を
得
る
た
め
、
同
盟
の
密
約
を
締
結
す
る
方
向
へ
動
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
報
酬
と
し
て
ロ
シ
ア
へ

の
土
地
割
譲
も
辞
さ
な
い
と
い
う
意
見
す
ら
見
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
国
内
状
況
を
反
映
し
て
清
国
は
ロ
シ
ア
と
同
盟
密
約
を
締
結
す
る
に
至
る
。
一
八
九
六
年
三
月
末
、
李
鴻
章
は
ロ
シ
ア
皇

帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
戴
冠
式
に
派
遣
さ
れ
、
五
月
三
日
よ
り
露
清
間
で
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
、
六
月
三
日
に
全
文
六
個
条
か
ら
な
る
露

清
密
約
調
印
に
至
る
。
こ
う
し
て
日
清
戦
争
開
戦
前
か
ら
李
鴻
章
が
唱
え
て
き
た
連
露
策
は
、
日
本
が
講
和
交
渉
の
原
則
と
し
て
領
土

割
譲
要
求
を
提
示
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
翁
同�
ら
の
賛
同
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
翁
同�
ら
は
今
や
そ
の
推
進
者
と

化
し
、
連
露
策
は
三
国
干
渉
を
経
て
言
わ
ば
国
策
へ
と
変
貌
し
、
露
清
密
約
締
結
に
よ
り
そ
の
全
盛
を
迎
え
る
の
で
あ
る

(�)

。

し
か
し
な
が
ら
、
連
露
策
は
そ
の
翌
年
に
は
破
綻
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
一
八
九
七
年
十
一
月
十
四
日
、
山
東
省
で
二
名
の
宣
教

師
が
中
国
人
に
殺
害
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
る
と
、
ド
イ
ツ
は
突
如
膠
州
湾
を
占
領
し
た
。
山
東
巡
撫
李
秉
衡
は
交
戦
を
も
辞
さ
ず
と
の

態
度
で
あ
っ
た
が

(�)
、
清
国
政
府
は
開
戦
回
避
を
指
示
し

(�)
、
外
交
交
渉
で
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
事
態
に
直
面
し
て
李
鴻
章
は

ロ
シ
ア
に
干
渉
を
求
め
、
十
八
日
に
は
駐
清
ロ
シ
ア
代
理
公
使
パ
ブ
ロ
フ
が
総
理
衙
門
を
訪
れ
、
ド
イ
ツ
を
難
詰
す
る
た
め
に

｢

既
に

海
軍
提
督
が
派
遣
さ
れ
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
よ
り
艦
船
を
引
き
連
れ
膠
州
灣
に
向
か
っ
て
い
る

(�)｣
と
述
べ
た
。

日
清
戦
争
以
後
の
清
朝
対
外
連
携
策
の
変
転
過
程
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一
方
、
翁
同�
と
張
蔭
桓
は
ド
イ
ツ
と
の
交
渉
に
よ
る
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
最
中
、
膠
州
湾
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の

横
暴
が
相
次
い
で
報
告
さ
れ

(�)
、
業
を
煮
や
し
た
恭
親
王
は
武
力
行
使
も
辞
さ
な
い
と
し
、
駐
清
ド
イ
ツ
公
使
ハ
イ
キ
ン
グ
に
詰
問
す
べ

き
と
し
た
。
李
鴻
章
も
こ
れ
に
同
調
し
、
世
論
も
同
様
に
騒
ぎ
立
て
た
。
翁
同�
と
張
蔭
桓
は
、
間
も
な
く
ド
イ
ツ
と
の
交
渉
が
妥
結

す
る
と
考
え
て
い
た
た
め
、
予
期
し
な
い
火
種
が
生
じ
る
こ
と
を
恐
れ
、
ひ
た
す
ら
鎮
静
化
を
図
っ
た

(�)

。
し
か
る
に
、
李
鴻
章
は
引
き

続
き
ロ
シ
ア
の
干
渉
に
よ
る
解
決
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。
十
二
月
九
日
の
李
鴻
章
か
ら
慶
親
王
へ
の
書
信
で
は
、
ロ
シ
ア
公
使
に
ド

イ
ツ
と
の
交
渉
が
難
航
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、
ロ
シ
ア
政
府
の
援
助
を
要
請
し
た
と
あ
る

(�)

。
八
日
の

『

翁
同�
日
記』

に
は
、
張
蔭

桓
か
ら
の
書
信
と
し
て
、
パ
ブ
ロ
フ
が
総
理
衙
門
を
訪
れ
た
際
、
李
鴻
章
は
ロ
シ
ア
に
膠
州
湾
事
件
へ
の
援
助
を
要
請
し
、
許
応�癸
も

こ
の
案
に
賛
同
し

｢

こ
の
件
は
一
、
二
名
の
口
舌
を
以
て
爭
う
こ
と
の
で
き
る
問
題
で
は
な
い｣

と
し
、
ド
イ
ツ
と
の
交
渉
に
よ
る
解

決
方
法
に
異
議
を
唱
え
た
こ
と
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
と
の
交
渉
の
決
着
を
目
前
に
控
え
て
翁
同�
は
、
そ
の
報
告
を
受
け

て
嘆
息
す
る
の
で
あ
っ
た

(�)
。

九
日
、
光
緒
帝
は
翁
同�
の
意
見
を
聞
き
入
れ
、
慶
親
王
に
パ
ブ
ロ
フ
に
対
し
ロ
シ
ア
艦
隊
の
来
航
を
延
期
す
る
よ
う
要
請
せ
よ
と

命
じ
た
。
翁
同�
ら
は
、
清
国
は
露
独
間
に
不
和
が
生
じ
る
こ
と
は
望
ま
な
い
旨
ロ
シ
ア
政
府
に
伝
え
る
電
報
を
、
駐
独
公
使
許
景
澄

か
ら
駐
露
公
使
楊
儒
に
転
送
さ
せ
た

(�)
。
し
か
し
な
が
ら
、
十
一
日
楊
儒
か
ら
、
ロ
シ
ア
は
既
に
清
国
の
援
助
要
請
を
伝
え
る
パ
ブ
ロ
フ

の
電
報
を
受
取
っ
て
、
艦
隊
派
遣
の
準
備
を
終
え
て
い
る
と
の
回
答
が
届
い
て
い
た

(�)
。

十
五
日
、
ロ
シ
ア
艦
船
は
旅
順
口
に
入
港
す
る
。
こ
の
際
李
鴻
章
は
、
パ
ブ
ロ
フ
が
膠
州
湾
を
通
商
港
と
す
る
こ
と
も
解
決
法
の
一

つ
で
あ
る
と
述
べ
た
と
し
た

(�)
。
一
方
、
ハ
イ
キ
ン
グ
は
翁
同�
と
張
蔭
桓
に
、
恐
ら
く
ロ
シ
ア
は
膠
州
湾
を
通
商
港
と
す
る
こ
と
を
望
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ま
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ

(�)
、
楊
儒
・
許
景
澄
も
ロ
シ
ア
は
膠
州
湾
を
通
商
港
と
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
と
報
告
し
て
い
た

(�)

。
し
か
し

な
が
ら
、
李
鴻
章
は

｢�
商
を
開
く
の
が
第
一
の�
法
で
あ
り
、
そ
の
賛
意
を�
ぎ
本
國
に
打
電
す
る｣

と
し
た
パ
ブ
ロ
フ
の
言
は
信

頼
で
き
る
と
し
、
そ
れ
故
ロ
シ
ア
が
ド
イ
ツ
と
協
調
す
る
な
ど
あ
り
得
な
い
と
し
た

(�)

。
さ
ら
に
李
鴻
章
は
、
翁
同�
の
ロ
シ
ア
艦
隊
は

旅
順
口
か
ら
撤
退
す
る
の
か
と
の
問
い
に
対
し
て
も
、
必
ず
撤
退
す
る
と
答
え
た

(�)

。

ロ
シ
ア
艦
船
の
旅
順
口
停
泊
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
、
李
鴻
章
だ
け
で
は
な
い
。
十
二
月
十
七
日
に
軍
機
処
か
ら

提
督
宋
慶
に
、
必
要
な
も
の
は
随
時
援
助
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
な
ど

(�)
、
ロ
シ
ア
艦
船
の
入
港
に
対
す
る
待
遇
は
懇
切
を
極
め
た

(�)

。
十

二
月
二
十
一
日
の
諭
旨
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
ロ
シ
ア
艦
隊
の
挙
動
に
つ
い
て
問
う
て
く
れ
ば
、
暫
時
の
停
泊
で
あ
る
と
告
げ
、
疑
い
を

解
く
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
た

(�)
。
ま
た
、
二
十
三
日
の
張
之
洞
の
総
理
衙
門
宛
電
報
で
は
、
ロ
シ
ア
に
援
助
を
速
や
か
に
要
請
す
べ
き
だ

と
述
べ
ら
れ
て
い
る

(�)
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
ロ
シ
ア
へ
の
期
待
と
信
頼
は
裏
切
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
十
二
月
二
十
八
日
の
ハ
イ
キ
ン
グ
と
の
会
談

の
中
で
、
翁
同�
は
ロ
シ
ア
と
ド
イ
ツ
が
通
じ
て
い
る
こ
と
を
悟
る
こ
と
に
な
る

(�)
。
翌
二
十
九
日
、
李
鴻
章
が
パ
ブ
ロ
フ
に
、
旅
順
大

連
か
ら
の
撤
退
は
何
時
に
な
る
の
か
と
詰
問
す
る
と
、
パ
ブ
ロ
フ
は
膠
州
湾
は
如
何
な
る
取
り
扱
い
と
な
る
の
か
と
問
い
返
し
、
言
外

に
ド
イ
ツ
が
膠
州
湾
を
占
拠
し
続
け
る
限
り
ロ
シ
ア
は
旅
順
・
大
連
に
停
泊
し
続
け
る
と
し
た
た
め
、
李
鴻
章
は
文
書
に
よ
る
撤
退
の

約
束
を
要
求
し
た

(�)
。

し
か
し
な
が
ら
翌
年
三
月
三
日
、
パ
ブ
ロ
フ
は
旅
順
・
大
連
を
租
借
地
と
す
る
よ
う
要
求
し
、
三
月
二
十
六
日
ま
で
に
回
答
す
る
よ

う
求
め
た

(�)

。
こ
れ
に
対
し
清
国
は
、
ロ
シ
ア
に
条
件
の
撤
回
、
条
件
の
緩
和
、
期
限
の
延
期
を
要
求
す
る
が
、
い
ず
れ
も
斥
け
ら
れ
為

日
清
戦
争
以
後
の
清
朝
対
外
連
携
策
の
変
転
過
程

宮
古

第
九
十
三
巻

11

一
二
七



す
術
の
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
三
月
十
五
日
よ
り
許
景
澄
か
ら
、
ロ
シ
ア
に
譲
歩
の
色
無
し
と
す
る
電
報
が
相
次
い
で
届
き

(�)

、
十
七
日

に
は
許
景
澄
に
ロ
シ
ア
外
務
省
と
決
裂
す
る
こ
と
勿
れ
と
命
じ
る
電
報
が
発
せ
ら
れ
た

(�)

。
二
十
一
日
に
は
楊
儒
・
許
景
澄
よ
り
、
い
か

な
る
国
に
阻
ま
れ
よ
う
と
も
租
借
地
要
求
の
撤
回
は
な
い
と
、
ロ
シ
ア
外
務
省
は
断
言
し
た
と
報
告
さ
れ
た

(�)

。

ま
た
二
十
日
に
は
、
パ
ブ
ロ
フ
よ
り
租
借
条
約
の
草
稿
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。
翌
二
十
一
日
の
翁
同�
と
李
鴻
章
ら
の
討
議
で
は
、

皆
無
策
で
空
言
を
弄
す
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
翁
同�
は
こ
の
日
、
李
鴻
章
の
来
訪
前
に
細
部
に
渡
っ
て
租
借
条
約
の
草
稿
を
検
討
し

て
い
る
。
三
月
二
十
二
日
の
翁
同�
・
慶
親
王
・
李
鴻
章
・
張
蔭
桓
で
の
討
議
で
は
、
租
借
条
約
締
結
の
要
求
を
呑
む
外
に
方
法
は
な

い
と
の
結
論
に
至
り
、
翌
二
十
三
日
翁
同�
は
光
緒
帝
に
旅
順
大
連
を
取
り
戻
す
こ
と
は
不
可
能
だ
と
述
べ
た

(�)

。
清
国
は
ロ
シ
ア
の
要

求
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た

(�)
。

一
八
九
八
年
三
月
六
日
、
ド
イ
ツ
と
膠
州
湾
租
借
条
約
を
締
結
し
た
の
に
続
き
、
三
月
二
十
七
日
旅
順
大
連
租
借
条
約
、
五
月
七
日

に
は
旅
順
大
連
租
借
続
約
を
ロ
シ
ア
と
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
。

三

変
法
派
と
連
英
日
の
主
張

ド
イ
ツ
の
膠
州
湾
租
借
要
求
に
続
き
、
ロ
シ
ア
が
旅
順
・
大
連
の
租
借
を
迫
っ
た
こ
と
に
よ
り
連
露
策
が
破
綻
す
る
と
、
英
日
と
結

ん
で
ロ
シ
ア
に
対
抗
せ
よ
と
の
主
張
が
唱
え
ら
れ
始
め
る
。
そ
の
中
核
を
為
し
た
の
が
、
日
清
戦
争
の
講
和
交
渉
の
内
情
が
洩
れ
伝
わ

る
と
強
く
拒
和
主
戦
論
を
唱
え
、
戦
後
に
は
変
法
運
動
を
担
っ
て
登
場
す
る
康
有
為
ら
変
法
派
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
が
強
硬
に
旅
順
・
大
連
の
租
借
を
要
求
し
た
知
ら
せ
が
伝
わ
る
と
、
康
有
為
の
起
草
に
な
る
、
英
日
と
結
び
ロ
シ
ア
に
対
抗
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す
る
こ
と
を
説
く
上
奏
等
が
相
次
い
だ
。
陳
其
璋

(�)

・
楊
深
秀

(�)

・
王
鵬
運

(�)

・
文
悌

(�)

の
上
奏
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
、
康
有
為
が
代
奏

を
呈
請
し
た
文
書
の
ほ
か

(�)
、
梁
啓
超
と
麦
孺
博
が
各
省
の
挙
人
を
糾
合
し
都
察
院
に
提
出
し
た
文
書

(�)

で
も
、
連
英
日
策
が
主
張
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
主
張
の
大
略
は
、
英
日
と
ロ
シ
ア
の
対
抗
、
極
東
に
お
け
る
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
鑑
み
る
に
、
英
日
は
中
国
と
同
様
ロ
シ

ア
を
抑
え
る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
最
善
の
方
策
は
英
日
と
結
ん
で
ロ
シ
ア
に
断
固
対
抗
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
。し

か
し
、
上
奏
の
多
く
は
清
国
中
枢
を
動
か
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
陳
其
璋
の
上
奏
に
つ
い
て
は
、
光
緒
帝
よ
り
総
理
衙
門
に
討

議
す
る
よ
う
命
が
下
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
返
答
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

今
も
し
英
日
と
別
に
密
約
を
結
ぶ
場
合
、
際
限
の
な
い
要
求
に
止
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
ば
か
り
か
、
英
日
の
政
治
は
、
多
く
の
議

員
か
ら
生
じ
て
お
り
、
密
約
嚴
守
は
斷
じ
て
し�
く
、
萬
が
一
洩
れ
傳
わ
ろ
う
も
の
な
ら
、
他
に
口
實
を
與
え
る
こ
と
に
転
じ
る

で
し
ょ
う
。
今
日
の
時
勢
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
東
方
太�
の
局
は
、�
や
か
に
共
保
を
圖
り
、
以
て
國
の
維
持
を
開
く
べ
き
で
あ

り
ま
す
。
我
々
が
今
奏�
を
し
た
た
め
、
專
員
を�
抜
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
英
露
米
日
諸
國
に
派
遣
す
る
こ
と
は
、
英
日
と
聯
す
る

を
以
て
ロ
シ
ア
を
拒
む
こ
と
に
專
心
す
る
に
比
し
て
、�
當
と
爲
し
て
計
畫
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
か
の
御
史
の
奏
す
る�
、

詮
議
す
る
に
は
及
び
ま
せ
ん

(�)
。

総
理
衙
門
大
臣
の
多
数
は
、
英
日
と
結
ぶ
こ
と
で
列
国
の
中
国
に
お
け
る
均
衡
が
崩
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
そ
の
時
、
劉
坤
一

(�)

・
張

之
洞

(�)

・
陳
宝
箴

(�)

・
唐
才
常

(�)

・
康
広
仁

(�)
等
も
連
英
日
策
を
主
張
し
て
い
た
が
、
張
之
洞
の
上
奏
に
対
し
て
も
な
お
総
理
衙
門
は
、｢

中
國

日
清
戦
争
以
後
の
清
朝
対
外
連
携
策
の
変
転
過
程
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と
外
國
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
隔
た
り
が
あ
り
、
密
謀
を
爲
し�
く
、
た
だ
出
來
る
こ
と
は
各
國
に
公
使
を
派�
し
、
東
方
太�
の
局
を
保

つ
こ
と
を
相
談
す
る
、
す
な
わ
ち
不
聯
の
聯
に
て
、
東
方
に
戰
局
を
激
成
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
の
み
で
あ
る

(�)｣

と
、
返
答
し

て
い
る
。
言
う
な
れ
ば
清
国
中
枢
は
、
列
国
の
均
衡
を
保
ち
、
戦
端
を
開
か
な
い
こ
と
に
専
心
し
た
。

翁
同�
・
張
蔭
桓
が
、
ド
イ
ツ
と
の
交
渉
に
よ
る
事
態
の
打
開
を
図
り
、
ロ
シ
ア
の
干
渉
に
よ
る
膠
州
湾
事
件
の
解
決
に
懐
疑
的
だ
っ

た
理
由
も
同
様
で
あ
っ
た
。
パ
ブ
ロ
フ
よ
り
ロ
シ
ア
艦
隊
が
膠
州
湾
に
向
か
っ
て
い
る
と
告
げ
ら
れ
る
と
、
張
蔭
桓
は

｢

露
獨
が
戰
え

ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
加
勢
は
必
至
で
あ
り
、
東
洋
に
お
け
る
開
戰
は
、
中
國
の
利
で
は
な
い｣

と
述
べ
、
ま
た
翁
同�
は

｢

恐
ら
く

(

ロ

シ
ア
は)

膠
州
灣
を
占
領
す
る
こ
と
は
な
く
、
兩
國
は
各
々
の�
求
を
抱
い
て
い
る

(�)｣

と
考
え
た
。
連
露
策
・
連
英
日
策
の
い
ず
れ
の

対
外
連
携
策
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ら
へ
の
反
対
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
危
惧
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
外
政
策
を
巡
る
、

変
法
派
と
清
国
政
府
の
意
向
の
相
違
は
、
百
日
維
新
を
経
た
後
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

戊
戌
政
変
の
直
前
、
英
露
間
の
開
戦
説
が
取
沙
汰
さ
れ
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
テ
ィ
モ
シ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
よ
り
中
国
分
割
の

計
画
を
知
ら
さ
れ
る
と
、
康
有
為
は
こ
れ
を
以
て
代
奏
を
行
う
者
を
探
す
よ
う
指
示
し
た

(�)
。
九
月
二
十
日
、
御
史
楊
深
秀
が
上
奏
し
、

伊
藤
博
文
の
来
華
を
機
に
、
テ
ィ
モ
シ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
の
薦
め
る
英
米
日
連
合
策
に
倣
い
、
英
米
日
三
国
と
固
く
結
び
、｢

合
邦｣

す
る
よ
う
要
請
し
た

(�)
。
九
月
二
十
一
日
に
は
、
御
史
宋
伯
魯
が
上
奏
し
、
英
露
開
戦
説
と
ロ
シ
ア
主
導
で
の
中
国
分
割
説
に
言
及
し
、

英
米
日
と
の

｢

合
邦｣

を
薦
め
た

(�)
。

一
方
で
九
月
十
八
日
、
北
洋
大
臣
直
隷
総
督
栄
禄
よ
り
三
通
の
電
報
が
総
理
衙
門
に
発
せ
ら
れ
、
ま
た
盛
京
将
軍
依
克
唐
阿
か
ら
も

総
理
衙
門
に
電
報
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
は
共
に
、
イ
ギ
リ
ス
艦
船
が
中
国
近
海
に
停
泊
し
て
い
る
と
の
報
告
、
英
露
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或
い
は
英
日
露
間
で
の
開
戦
説
が
囁
か
れ
て
い
る
と
の
報
告
が
為
さ
れ
て
い
る
。
栄
禄
は
イ
ギ
リ
ス
艦
船
が
中
国
近
海
に
停
泊
し
て
い

る
目
的
は
、
ロ
シ
ア
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
道
理
に
背
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
中
国
の
保
護
の
た
め
に
派
遣
し
た
も

の
で
あ
る
と
の
情
報
を
得
て
い
た
。
し
か
し
、
栄
禄
は
、
ロ
シ
ア
に
開
戦
の
意
志
は
な
い
と
考
え
、
ま
ず
は
事
態
を
冷
静
に
把
握
す
る

こ
と
に
努
め
、
内
密
に
調
査
す
る
こ
と
を
命
じ
、
不
測
の
事
態
に
備
え
る
に
留
ま
っ
た

(�)

。

ま
た
、
栄
禄
は
翌
日
の
電
報
で
、
イ
ギ
リ
ス
を
含
む
他
国
の
兵
が
上
陸
を
求
め
た
際
に
は
、
そ
れ
を
制
止
し
な
が
ら
も
、｢

嚴
し
い

文
句
で
拒�
す
る
こ
と
で
、
他
に
火
種
を
作
る
よ
う
な
こ
と
は
斷
じ
て�
け
よ

(�)｣

と
、
指
示
し
た
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

は
、
栄
禄
が
英
露
開
戦
説
を
目
の
前
に
し
て
中
立
の
立
場
を
と
っ
た
こ
と
、
他
国
と
の
揉
め
事
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
を
何
よ
り
も
望
ん

で
い
た
こ
と
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
艦
船
の
中
国
近
海
で
の
停
泊
、
そ
れ
に
伴
う
英
露
開
戦
説
に
対
す
る
栄
禄
、
そ
し
て

清
国
政
府
の
態
度
は
中
立
の
立
場
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
の
旅
順
・
大
連
租
借
要
求
以
後
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

ド
イ
ツ
の
膠
州
湾
占
領
ま
で
の
時
期
、
連
露
策
は
国
策
と
化
し
て
い
た
。
露
清
密
約
締
結
交
渉
に
お
い
て
、
李
鴻
章
は
ロ
シ
ア
で
の

交
渉
を
担
当
し
、
北
京
で
の
意
見
の
取
り
纏
め
役
を
翁
同�
が
務
め
、
李
鴻
章
は
帰
国
後
総
理
衙
門
大
臣
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
膠
州

湾
事
件
に
お
け
る
李
鴻
章
の
越
権
行
為
が
咎
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
背
景
に
、
当
時
の
清
国
中
枢
に
お
い
て
連
露
策
が
国
策
と
化

し
て
い
た
機
運
に
乗
じ
た
面
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
ロ
シ
ア
の
旅
順
口
入
港
は
一
時
的
な
も
の
と
考
え
、
期
待
を
寄
せ

た
の
は
李
鴻
章
だ
け
で
は
な
い
こ
と
も
、
第
二
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
鑑
み
る
に
、
連
露
策
が
西
太
后
以
下
后
党
の
み
が
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携
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標
榜
し
た
政
策
と
断
じ
る
の
は
当
を
失
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
康
有
為
ら
の
連
英
日
策
は
西
太
后
・
恭
親
王
ら
が
ロ
シ
ア
に
抱
い
て
い
た
幻
想
に
対
抗
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
孔
祥
吉
の

説

(�)
で
あ
る
が
、
本
論
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
膠
州
湾
事
件
当
時
の
外
交
政
策
を
巡
る
対
立
を
、
連
露
派
と
連
英
日
派
の
対
立
と
捉
え
る

の
は
適
切
で
は
な
い
。
当
時
存
在
し
て
い
た
の
は
、
対
外
連
携
派
と
対
外
連
携
懐
疑
派
の
対
立
で
あ
っ
た
。
連
英
日
策
を
唱
え
た
劉
坤

一
・
張
之
洞
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ま
で
は
連
露
策
の
信
奉
者
で
あ
り

(�)
、
ロ
シ
ア
あ
る
い
は
英
日
の
い
ず
れ
と
結
ぶ
に
せ
よ
、
外
圧
に
抗
う

に
は
対
外
連
携
策
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
の
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
康
有
為
も
同
様
で
あ
っ
た

(�)

。
し
か
る
に
、
ロ
シ
ア
よ
り
旅
順
・

大
連
租
借
要
求
を
受
け
て
以
後
は
、
清
国
中
枢
で
は
対
外
連
携
策
に
頼
る
こ
と
は
も
は
や
無
益
で
あ
る
と
の
考
え
が
支
配
的
に
な
ろ
う

と
し
て
い
た
。
三
月
二
十
二
日
の

『
翁
同�
日
記』

に
は
、｢

慶
親
王
・
李
鴻
章
・
張
蔭
桓
を
招
い
て
討
議
し
た
が
、
恐
ら
く
は�
求

を
呑
む
外
に
方
法
は
な
く
、
英
日
佛
が
揃
っ
て�
つ
こ
と
に
な
れ
ば
、
ま
し
て
爲
す
術
は
な
い

(�)｣

と
の
結
論
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。
政
府
中
枢
を
担
う
面
々
に
、
も
は
や
他
国
の
干
渉
を
頼
り
に
外
圧
に
抗
う
と
の
考
え
は
皆
無
に
近
く
、
英
日
も
脅
威
で
し
か
な
か
っ

た
。
膠
州
湾
事
件
で
ロ
シ
ア
の
援
助
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
以
降
、
清
国
政
府
内
で
は
い
か
な
る
国
と
結
ぶ
考
え
も
影

を
潜
め
て
い
た
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
日
清
戦
争
以
降
数
年
間
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
清
国
中
枢
に
お
け
る
外
交
政
策
の
争
点
が
連
露
策
と
連
英
日
策
に
あ
っ

た
局
面
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
日
清
戦
争
に
お
い
て
存
在
し
た
の
は
、
連
露
に
よ
る
避
戦
を
主
張
す
る
李
鴻
章
ら
と
、
徹
底
抗
戦

を
主
張
す
る
光
緒
帝
・
翁
同�
ら
の
論
争
で
あ
り
、
膠
州
湾
事
件
に
お
い
て
存
在
し
た
の
は
、
連
露
策
を
主
張
し
た
李
鴻
章
ら
と
、
対

独
交
渉
を
主
張
し
た
翁
同�
ら
の
対
抗
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
の
旅
順
・
大
連
租
借
要
求
提
出
以
降
に
存
在
し
た
の
は
、
変
法
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派
が
中
核
と
な
り
連
英
日
策
を
主
張
し
た
対
外
連
携
派
と
、
そ
れ
を
危
惧
す
る
対
外
連
携
懐
疑
派
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。

対
外
連
携
策
が
醸
し
出
し
た
対
立
は
、
翁
同�
の
免
職
帰
郷
、
そ
し
て
戊
戌
政
変
に
も
影
を
落
と
す
こ
と
と
な
る
。
連
露
策
の
破
綻

と
前
後
し
て
、
光
緒
帝
が
推
し
進
め
た
外
国
人
儀
礼
改
革
を
通
じ
て
の
宥
和
的
対
外
政
策
は
、
光
緒
帝
と
翁
同�
と
の
鋭
い
意
見
の
相

違
を
招
き
、
つ
い
に
は
翁
同�
に
免
職
帰
郷
が
命
ぜ
ら
れ
る
ま
で
に
至
る

(�)

。
翁
同�
は
、
対
外
連
携
策
に
懐
疑
的
態
度
を
示
し
た
故
に

政
治
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
と
な
る
。

既
に
紙
幅
も
尽
き
る
が
、
光
緒
帝
と
変
法
派
は
以
後
も
対
外
連
携
策
を
推
し
進
め
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
そ
れ
は
単
な
る
外
交
策
に
留

ま
ら
な
い
、
変
法
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た

(�)
。
伊
藤
博
文
の
清
国
来
遊
が
告
げ
ら
れ
る
最
中
、
九
月
九
日
刑
部
主
事
洪
汝
沖

が
、
伊
藤
博
文
を
側
近
と
し
て
迎
え
る
よ
う
上
申
し
た

(�)
の
を
皮
切
り
に
、
伊
藤
博
文
の
経
験
と
才
識
を
変
法
の
助
け
と
す
る
よ
う
求
め

る
上
申
が
相
次
ぐ

(�)
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
変
法
派
が
膠
州
湾
事
件
に
際
し
て
主
張
し
た

｢

対
露
政
策
と
し
て
の
連
英
日
策｣

が
、｢

変

法
策
と
し
て
の
連
日
策｣

へ
と
変
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
い
で
九
月
十
三
日
、
光
緒
帝
は
懋
勤
殿
の
開
設
を
決
意
す
る
。
懋
勤
殿
開
設
の
意
図
に
は
、｢

東
西
各
國
の
政
治
專
門
家
を
招
聘

(�)｣

す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
。
九
月
二
十
日
に
は
伊
藤
博
文
と
光
緒
帝
の
会
見
が
行
わ
れ
、
伊
藤
博
文
の
顧
問
招
聘
策
を
軸
と
し
た

｢

変
法
策
と
し
て
の
連
日
策｣

が
、
そ
の
実
現
を
目
前
に
し
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
懋
勤
殿
の
開
設
は
西
太
后
の
同
意
を

得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
光
緒
帝
と
伊
藤
博
文
の
会
見
の
翌
日
西
太
后
は
政
変
を
発
動
し
、
訓
政
の
再
開
を
宣
布
す
る
の
で
あ
る
。
百
日

維
新
の
最
中
に
変
法
派
が
推
し
進
め
た
連
日
策
は
、
西
太
后
に
政
変
を
決
意
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
稿
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

日
清
戦
争
以
後
の
清
朝
対
外
連
携
策
の
変
転
過
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註

(
１)
本
論
文
作
成
に
あ
た
り
参
照
し
た
主
な
こ
の
時
期
の
清
国
外
交

研
究
と
し
て
は
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
矢
野
仁
一

『

日
清
役
後

支
那
外
交
史』

東
方
文
化
學
院
京
都
研
究
所
、
一
九
三
七
年

(

以
下
、

矢
野

『

支
那
外
交
史』

と
略
記)

。
坂
野
正
高

『

近
代
中
国
政
治
外

交
史』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
。
佐
々
木
揚

｢

日
清
戦
争

後
の
清
国
の
対
露
政
策

一
八
九
六
年
の
露
清
同
盟
条
約
を
め
ぐ
っ

て｣
『

東
洋
学
報』

第
五
十
九
巻
一
・
二
号
、
一
九
七
七
年

(

以
下
、

佐
々
木

｢

清
国
の
対
露
政
策｣
と
略
記)

。
戴
逸
・
楊
東
梁
・
華
立

『

甲
午
戦
争
与
東
亜
政
治』

北
京
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九

九
四
年
。
石
泉

『

甲
午
戦
争
前
後
之
晩
清
政
局』

北
京
、
生
活
・
讀

書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九
九
七
年
。
蔡
東
傑

『

李
鴻
章
與
清
季
中

國
外
交』

台
北
、
文
津
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
。

(

２)

佐
々
木

｢

清
国
の
対
露
政
策｣

。

(

３)

本
論
文
作
成
に
あ
た
り
参
照
し
た
主
な
戊
戌
変
法
史
研
究
と
し

て
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
孔
祥
吉

『

戊
戌
維
新
運
動
新
探』
長

沙
、
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
。
劉
振
嵐

『

戊
戌
維
新
運
動

専
題
研
究』

北
京
、
首
都
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
。
王
暁

秋
主
編

『

戊
戌
維
新
与
近
代
中
国
的
改
革

戊
戌
維
新
一
百
周
年

国
際
学
術
討
論
会
論
文
集』

北
京
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇

〇
〇
年
。
蔡
楽
蘇
・
張
勇
・
王
憲
明

『

戊
戌
変
法
史
述
論
稿』

北
京
、

清
華
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
。
孔
祥
吉
・
村
田
雄
二
郎

『

罕
為

人
知
的
中
日
結
盟
及
其
他

晩
清
中
日
関
係
史
新
探』

成
都
、
四

川
出
版
集
団
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
四
年
。
雷
家
聖

『

力
挽
狂
瀾

戊
戌
政
變
新
探』

台
北
、
萬
卷
樓
圖
書
股�
有
限
公
司
、
二
〇
〇
四

年
。
楊
天
石

『

晩
清
史
事』

北
京
、
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇

〇
七
年
。
鄭
大
華
・
黄
興
涛
・
鄒
小
站
主
編

『

戊
戌
変
法
与
晩
清
思

想
文
化
転
型』

北
京
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
。
翁

同�
紀
念
館
編

『

二
十
世
紀
翁
同�
研
究』

蘇
州
、
蘇
州
大
学
出
版

社
、
二
〇
〇
四
年
。
ま
た
国
内
の
主
な
戊
戌
変
法
史
研
究
と
し
て
は

以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
矢
野
仁
一

『

清
朝
末
史
研
究』

大
和

書
院
、
一
九
四
四
年
。
野
村
浩
一

『

近
代
中
國
の
政
治
と
思
想』

筑

摩
書
房
、
一
九
六
四
年
。
小
野
川
秀
美

『

清
末
政
治
思
想
研
究』

み

す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年
。
市
古
宙
三

『

近
代
中
国
の
政
治
と
社
会』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
。
深
澤
秀
男

『

戊
戌
変
法
運
動
史

の
研
究』

国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
。
国
内
に
お
け
る
戊
戌
変
法

史
研
究
は
思
想
史
と
し
て
発
展
し
、
そ
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。

政
治
史
と
し
て
の
戊
戌
変
法
史
研
究
は
矢
野
仁
一
の
も
の
を
最
後
に

停
滞
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

(
４)

｢

二
四
文
書

北
京
駐
在
臨
時
代
理
公
使
パ
ヴ
ロ
フ
の
外
務
大

臣
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
フ
宛
電
報

一
八
九
七
年
一
一
月
一
六
日

(

四
日)｣

佐
々
木
揚
編
訳

『

一
九
世
紀
末
に
お
け
る
ロ
シ
ア
と
中
国

｢

ク
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ラ
ー
ス
ヌ
ィ
・
ア
ル
ヒ
ー
フ｣

所
収
史
料
よ
り

』

巌
南
堂
書
店
、

一
九
九
三
年

(

原
著：������������ ������������������� �

� ��
1922�1941�������������������������������

1966�
〈
以
下
、

『

ク
ラ
ー
ス
ヌ
ィ
・
ア
ル
ヒ
ー
フ』

と
略
記]

〉
二
五
四
―
二
五
五
頁
。

｢

三
二
文
書

北
京
駐
在
臨
時
代
理
公
使
パ
ヴ
ロ
フ
の
外
務
大
臣
ム

ラ
ヴ
ィ
ヨ
フ
宛
電
報
公
信

一
八
九
七
年
一
一
月
二
四
日(

一
二
日)

、

第
三
三
号｣

(

以
下
、｢
三
二
文
書｣

と
略
記)

同
書
、
二
六
四
―
二

六
五
頁
。

(

５)

ロ
シ
ア
艦
船
の
旅
順
口
入
港
の
前
日
、
李
鴻
章
か
ら
、
パ
ブ
ロ

フ
は
ロ
シ
ア
艦
船
二
隻
が
明
日
旅
順
に
到
着
す
る
と
述
べ
た
と
報
告

さ
れ
た

(『

翁
文
恭
公
日
記』

〈
陳
義
傑
整
理
『

翁
同�
日
記

(

第
六

冊)』

北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
九
八
年
版
参
照
《
以
下
、『

翁
日
記』

と
略
記》

〉
光
緒
二
十
三
年
十
一
月
廿
一
日)

。

(

６)
『

翁
日
記』

光
緒
二
十
三
年
十
一
月
廿
七
日
。
翁
同�
は

｢

奈

何｣

と
不
満
を
述
べ
て
い
る
。

(

７)

孔
祥
吉

｢

膠
州
湾
危
機
与
維
新
運
動
的
興
起｣

『

晩
清
史
探
微』

成
都
、
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
一
年

(

以
下
、
孔

｢

膠
州
湾
危
機｣
と

略
記)

、
五
九
頁
。

(

８)

孔
祥
吉

『

康
有
爲
變
法
奏
議
研
究』

瀋
陽
、
遼
寧
教
育
出
版
社
、

一
九
八
八
年

(

以
下
、
孔

『

奏
議
研
究』

と
略
記)

二
〇
三
頁
。

(

９)

湯
志
鈞

『

戊
戌
変
法
史

(

修
訂
本)』

上
海
、
上
海
社
会
科
学

出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
六
一
〇
頁
。

(

10)

彭
澤
周

『

中
国
の
近
代
化
と
明
治
維
新』

同
朋
舎
、
一
九
七
六

年
、
二
九
八
―
二
九
九
頁
。
彭
澤
周
は
そ
の
他
に
も

｢

變
法
派
と
保

守
派
と
の
對
立
は
、
思
想
的
・
政
的
抗
爭
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
主
と

し
て
外
交
路
線
の
違
い
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
變
法
派
は
濃
厚
な
親

日
英
の
色
を
帶
び
て
い
た
の
に
對
し
、
保
守
派
の
多
く
は
ロ
シ
ア
に

た
よ
っ
て
中
國
を
保
全
す
る
こ
と
を
唱
え
て
い
た｣

(

二
八
四
頁)

、

｢

變
法
派
は
日
本
と
結
ん
で
ロ
シ
ア
に
對
抗
し
よ
う
と
し
た
が
、
反

變
法
派
は
ロ
シ
ア
と
親
交
し
て
日
本
を
牽
制
し
よ
う
と
し
た｣

(

二

七
一
頁)

等
と
述
べ
て
い
る
。

(

11)

坂
出
祥
伸

『

康
有
為』

集
英
社
、
一
九
八
五
年
、
二
三
七
頁
。

そ
の
他
に
も
、｢

当
時
の
清
朝
政
府
は
、
ロ
シ
ア
に
依
存
し
て
列
強

の
領
土
要
求
に
圧
力
を
加
え
よ
う
と
い
う
連
露
派

(

こ
れ
は
、
主
と

し
て
后
党
派)

が
優
勢
で
あ
っ
た
。(

中
略)

お
そ
ら
く
、
軍
機
処

や
総
署
の
政
権
中
枢
部
は
、
親
ロ
シ
ア
対
親
英
・
日
に
分
か
れ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
後
押
し
、
テ
コ
入
れ
を
え
な
が
ら
、
激
し
い
権
力
闘
争

が
展
開
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る｣

(

二
二
七
頁)

と
述
べ
て
い

る
。

(
12)

従
来
の
研
究
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
対
立
の
構
図
が
描
か
れ
て

き
た
背
景
に
は
、
梁
啓
超
が
日
本
に
逃
れ
た
後
、
日
本
外
相
大
隈
重

信
に
宛
て
た
文
中
で
、
政
変
の
原
因
の
一
端
を

｢

英
と
露
の
爭
い｣
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一
三
六

と
し
、｢

日
本
や
イ
ギ
リ
ス
と
結
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
立
を
圖
ろ

う｣
と
す
る
帝
党

(

変
法
派)

と
、｢

ロ
シ
ア
と
結
ん
で
保
護
を
求

め
る｣
后
党

(

守
旧
派)

の
争
い
と
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え

ら
れ
る

(
十
月
二
十
六
日
〈
光
緒
暦
九
月
十
二
日
〉
梁
啓
超
ヨ
リ
大

隈
外
務
大
臣
宛

｢
梁
啓
超
書
ヲ
大
隈
伯
ニ
致
シ
テ
清
皇
ノ
爲
メ
救
援

ヲ
乞
フ
ノ
件｣

『
日
本
外
交
文
書』

三
一
―
一
、
六
九
六
―
六
九
九

頁
。
こ
れ
は

『

東
邦
協
会
会
報』

一
八
九
八
年
十
月
三
十
日
〈
光
緒

二
十
四
年
九
月
十
六
日
〉
付
に
所
載
の

｢

新
党
某
君
上
日
本
政
府
会

社
論
中
国
政
変
書｣

〈
中
国
史
学
会
主
編

『

戊
戌
変
法

(

二)』

上
海
、

上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
〇
一
―
六
〇
八
頁
〉
の
原
件

で
あ
る
。
ま
た

｢

新
党
某
君
上
日
本
政
府
会
社
論
中
国
政
変
書｣

は
、

一
八
九
九
年
三
月
二
日
〈
光
緒
二
十
五
年
一
月
二
十
一
日
〉
発
行
の

『

知
新
報』

第
七
九
冊
に
転
載
さ
れ
た
。〈
丁
文
江
・
趙
豊
田
編
、
島

田
虔
次
編
訳

『

梁
啓
超
年
譜
長
編

第
一
巻』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇

四
年
、
二
七
八
頁〉)

。
梁
啓
超
は
、
そ
の
著
書

『

戊
戌
政
變
記』

の

中
で
も
、｢

ロ
シ
ア
は
そ
の
極
東
政
策
に
基
づ
き
、
中
国
が
改
革
を

果
た
し
て
強
国
と
な
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
改
革
は
漢
人
の
利
で
あ
り

満
人
の
害
で
あ
る
等
と
吹
聴
し
、
連
露
策
を
既
定
の
も
の
と
し
、
中

国
を
傀
儡
政
府
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
政
変
は
ロ
シ
ア

の
望
む
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
し
、
政
変
の
背
景
に
ロ
シ
ア
の
存
在
が
あ
っ

た
。｣

と
述
べ
て
い
る

(

梁
啓
超

『

戊
戌
政
變
記

(

丁
酉
重
刊)』

〈
沈
雲
龍
主
編

『

近
代
中
国
史
料
叢
刊

(

第
九
十
二
輯)』

台
北
、

文
海
出
版
社
、
一
九
七
三
年
版
《
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ『

戊
戌
政
變
記』

、

『

史
料
叢
刊』

と
略
記》

〉
一
七
六
―
一
七
七
頁)

。

(

13)
｢

寄
譯�
光�
二
十
年
五
月
十
八
日
亥
刻｣

呉
汝
綸
編

『

李
文

忠
公
全
集』

(『

史
料
叢
刊

(

續
編
第
七
十
輯)』

一
九
八
〇
年
版
参

照
〈
以
下
、『

李
全
集』

と
略
記〉)

電
稿
十
五
巻
四
十
九
頁
。

(

14)

李
鴻
章
の
連
露
策
に
よ
る
開
戦
回
避
論
が
認
め
ら
れ
る
主
な
文

書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。｢

寄
譯�
光�
二
十
年
五
月
二
十
一
日
午

刻｣

電
稿
十
五
巻
五
十
頁
、｢

寄
譯�
光�
二
十
年
五
月
二
十
二
日

酉
刻｣

電
稿
十
五
巻
五
十
一
頁
、｢

寄
譯�
光�
二
十
年
五
月
二
十

七
日
酉
刻｣

電
稿
十
五
巻
五
十
七
頁
、｢

寄
譯�
光�
二
十
年
六
月

初
七
日
酉
刻｣

電
稿
十
六
巻
十
二
頁
、｢

寄
譯�
光�
二
十
年
六
月

十
二
日
巳
刻｣

電
稿
十
六
巻
十
七
頁
、
以
上

『

李
全
集』

。

(

15)
｢

寄
譯�
光�
二
十
年
六
月
二
十
日
酉
刻｣

『

李
全
集』

電
稿
十

六
巻
二
十
八
頁
。

(

16)
『

翁
文
恭
公
日
記』

(

陳
義
傑
整
理

『

翁
同�
日
記

(

第
五
冊)』

北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
版
参
照
〈
以
下
、『

翁
日
記』

と

略
記〉)

光
緒
二
十
年
六
月
廿
一
日
。

(
17)

同
前
書
、
光
緒
二
十
年
七
月
十
六
日
。

(
18)

｢

譯�
來
電
光�
二
十
年
七
月
十
六
日
申
刻
到｣

『

李
全
集』

電

稿
十
六
巻
四
十
八
頁
。
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(
19)

『

翁
日
記』

光
緒
二
十
年
七
月
廿
八
日
。

(
20)
同
前
書
、
光
緒
二
十
年
八
月
初
二
日
。

(

21)
同
前
書
、
光
緒
二
十
年
八
月
初
六
日
。

(

22)
｢

與
俄
國
喀
使
問
答
節
略｣

『

李
全
集』

譯
署
函
稿
二
十
巻
五
十

四
頁
。

(

23)
｢

述
商
議
和
停
戰｣

同
前
書
、
譯
署
函
稿
二
十
巻
五
十
四
頁
。

(

24)
｢

致
京
李�
書
光�
二
十
年
九
月
三
十
日
午
刻
發｣

王
樹�
編

『

張
文
襄
公
全
集』

(『

史
料
叢
刊

(

第
四
十
六
輯)』

一
九
七
〇
年
版

参
照
〈
以
下
、『

張
全
集』

と
略
記〉)

電
牘
十
八
巻
二
十
一
頁
。

(

25)
｢

致
天
津
李
中
堂
光�
二
十
年
十
月
十
七
日
申
刻
發｣

同
前
書
、

電
牘
十
八
巻
三
十
一
頁
。

(

26)
『

翁
日
記』

光
緒
二
十
年
十
月
初
四
日
。

(

27)
｢

合
肥
奏
言
、
割
地
之�
不
敢
擔
承
、
假
如
占
地
索
銀
、
亦
殊

�
措
、�
部
恐
無
此
款
。
余
奏
言
、
但
得�
到
不
割
地
、
則
多
償
當

努
力
。
孫
・
徐
則
但
言
不
應
割
地
便
不
能
開�
。
問
海
防
、
合
肥
對

以
實
無
把
握
、
不
敢
粉�
。｣

同
前
書
、
光
緒
二
十
一
年
正
月
廿
八

日
。

(

28)
｢

李
相
・
慶
邸
及
樞
臣
集
傳
心
殿
議
事
、
李
欲�
余�
往
議
和
。

予
曰
、
若
余
曾��
洋
務
、
此
行
必
不
辭
、
今
以
生
手�
重
事
、
胡

可
哉
？
合
肥
云
、
割
地
不
可
行
、
議
不
成
則
歸
耳
。
語
甚
堅
決
、
而

孫
・
徐�
以
危
語
、
意
在
撮
合
、
群
公
黙
黙
。
余
獨
主
前
議
、
謂
償 �

於
割
、
合
肥
欲
使
英
・
俄
出
力
、
孫
・
徐
以
爲�
不
到
。
余
又
力

贊
之
、�
罷
去
。｣

同
前
書
、
光
緒
二
十
一
年
正
月
廿
八
日
。

(

29)
『

翁
日
記』

、
光
緒
二
十
一
年
正
月
晦
日
―
二
月
初
二
日
。

(

30)
｢

出
使
許
大
臣
來
電

光�
二
十
一
年
正
月
二
十
四
日
到
電
報

�(
二
六
四
五
文
書)｣

卅
三
巻
三
十
三
頁
、｢

出
使
楊
大
臣
來
電

光�
二
十
一
年
正
月
二
十
五
日
到
電
報�(

二
六
五
五
文
書)｣

卅

三
巻
三
十
七
頁
、｢

軍
機
處
傳
寄
許
景
澄�
旨

光�
二
十
一
年
正

月
二
十
七
日
電
寄�(

二
六
七
三
文
書)｣

卅
三
巻
四
十
六
頁
、｢

出

使
大
臣�
照�爰
來
電

光�
二
十
一
年
二
月
初
二
日
到
電
報�(

二

七
〇
八
文
書
、
二
七
〇
九
文
書)｣

卅
四
巻
五
頁
、
以
上

『

清
光
緒

朝
中
日
交
渉
史
料』

台
北
、
文
海
出
版
社
、
一
九
七
〇
年

(

以
下

『

交
渉
史
料』

と
略
記)

。｢�
使
來
電

光�
二
十
一
年
二
月
初
五

日
申
刻
到｣

電
稿
二
十
巻
十
九
頁
、｢

許
使
來
電

光�
二
十
一
年

二
月
初
六
日
申
刻
到｣

電
稿
二
十
巻
二
十
頁
、
以
上

『

李
全
集』

。

許
同�『
許
文
肅
公
遺
集』

(『

史
料
叢
刊

(

第
十
九
輯)』

一
九
六

八
年
版
参
照
〈
以
下
、『

許
遺
集』

と
略
記〉)

電
報
十
三
頁

(

正
月

二
十
五
日)

。
王
之
春

『

使
俄
草』

(『

史
料
叢
刊

(

第
七
輯)』

一
九

六
七
年
版
参
照)

四
巻
七
頁

(

正
月
二
十
六
日)

。

(
31)

朱
壽
朋
編

『

光
緒
朝
東
華
録』

(

北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
五

八
年
版
、
總
三
五
五
一
頁)

に
は
英
仏
に
干
渉
を
求
め
る
よ
う
命
じ

た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
英
仏
公
使�
照�爰
、
露
独
公
使
許
景
澄
両
名
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一
三
八

に
発
せ
ら
れ
た
電
諭
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
こ
れ
以
後
許
景
澄
よ
り
発

せ
ら
れ
た
電
報
の
内
容
を
見
る
に
、
こ
れ
は
英
仏
の
み
な
ら
ず
露
独

に
対
し
て
も
干
渉
を
求
め
る
よ
う
命
じ
た
電
諭
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

(

32)
｢

覆
張
侍
郎
光�
二
十
一
年
二
月
初
一
日
午
刻｣

『

李
全
集』

電

稿
二
十
巻
十
八
頁
。

(

33)
『

翁
日
記』

光
緒
二
十
一
年
二
月
初
六
日
。

(

34)

同
前
書
、
光
緒
二
十
一
年
三
月
廿
六
日
。

(

35)

三
国
干
渉
の
後
、
清
国
世
論
が
、
三
国
干
渉
を
利
用
し
て
馬
関

条
約
を
破
棄
せ
よ
と
い
う
主
張
か
ら
、
ロ
シ
ア
と
一
般
的
な
軍
事
同

盟
を
締
結
せ
よ
と
い
う
提
案
へ
と
進
む
経
過
、
ま
た
、
露
清
同
盟
密

約
締
結
交
渉
に
お
け
る
経
過
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木

｢

清
国
の
対
露

政
策｣

に
詳
し
い
。
佐
々
木
も
こ
の
中
で

｢

連
露
政
策
の
決
定
に
中

心
的
役
割
を
果
し
た
の
は
、
光
緒
帝
の
信
任
の
あ
つ
い
翁
同�
で
あ
っ

た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う｣
(

九
五
頁)

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
李

鴻
章
が
帰
国
後
の
十
月
二
十
四
日
、
総
理
衙
門
大
臣
に
任
命
さ
れ
た

こ
と
は
、｢

彼
の
行
動
が
最
終
的
に
光
緒
帝
、
西
太
后
及
び
北
京
政

府
首
脳
に
よ
り
是
認
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る｣

(

九
六
頁)

と
し
て
い
る
。

(

36)

黄
福
慶
主
編

『

膠
澳
專�(
光
緒
二
十
三
年
―
民
国
元
年)』

台
北
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
九
一
年
、
七
頁
。『

電

報�』

光
緒
二
十
三
年
、
中
国
第
一
歴
史�
案
館
所
蔵

(

孔

｢

膠
州

湾
危
機｣

四
九
頁
参
照)

。
ま
た
、
李
符
曾
が
光
緒
二
十
六
年
に
張

之
洞
に
認
め
た
密
書
に
は
、
栄
禄
が
武
力
行
使
に
よ
り
膠
州
湾
事
件

の
解
決
を
図
っ
た
も
の
の
、
恭
親
王
に
そ
れ
を
阻
ま
れ
た
と
あ
る

(

孔

｢

膠
州
湾
危
機｣

六
〇
頁
参
照
〈
孔
祥
吉
が
李
鴻
藻
の
私
的
文

書
の
中
か
ら
発
見
し
た
も
の〉)

。

(

37)
『

電
報�』

光
緒
二
十
三
年
、
中
国
第
一
歴
史�
案
館
所
蔵

(

孔

｢

膠
州
湾
危
機｣

五
〇
頁
参
照)

。『

翁
日
記』

光
緒
二
十
三
年

十
月
廿
二
日
―
廿
三
日
。

(

38)
｢

巴
派
水
師
提
督
由
海
參�威
帶
兵
船
膠
澳｣

『

翁
日
記』

光
緒
二

十
三
年
十
月
二
十
四
日
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
直
後
、
パ
ブ
ロ
フ
は

李
鴻
章
に
ロ
シ
ア
艦
船
の
膠
州
湾
派
遣
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
を
伝

え
、
ロ
シ
ア
政
府
は

｢

ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
膠
州
湾
占
領
は
長
く
続
か

ず
同
湾
に
は
間
も
な
く
正
常
な
秩
序
が
回
復
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考

え
て
い
る｣

と
、
そ
の
理
由
を
述
べ
た

(｢

三
二
文
書｣

『

ク
ラ
ー
ス

ヌ
ィ
・
ア
ル
ヒ
ー
フ』

二
六
六
頁)

。
二
十
七
日
に
は
李
鴻
章
が
総

理
衙
門
に
、
ロ
シ
ア
公
使
が

｢

ド
イ
ツ
艦
船
は
長
期
間
膠
州
湾
を
占

領
す
る
こ
と
は
な
く
、
ロ
シ
ア
艦
船
は
膠
州
湾
に
は
向
か
わ
な
い｣

と
述
べ
た
と
、
報
告
し
て
い
る

(

孔

｢

膠
州
湾
危
機｣

五
三
頁
参
照

〈
孔
祥
吉
が
翁
万
戈
よ
り
提
供
さ
れ
た
文
書〉)

。
孔
祥
吉
は
こ
れ
を

｢
李
鴻
章
と
ロ
シ
ア
公
使
が
矛
盾
し
た
言
行
に
よ
り
、
ロ
シ
ア
の
た



日
清
戦
争
以
後
の
清
朝
対
外
連
携
策
の
変
転
過
程

宮
古

第
九
十
三
巻

23

一
三
九

め
に
旅
順
大
連
占
領
の
伏
線
を
隠
匿
し
た｣

(

同
書
、
五
三
頁)

と

断
じ
て
い
る
が
、
こ
の
矛
盾
は
ロ
シ
ア
の
政
策
転
換
に
よ
り
生
じ
た

も
の
で
あ
る
。

(

39)

ド
イ
ツ
の
横
暴
を
伝
え
る
電
報
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

｢

直
隸
王
文
韶
致
樞
垣
章
高
元
報�
兵
整
隊
來
營�
殊�
測
電｣

、

｢

總�
致
許
景
澄��
我
兵�
移
恐
激
事
端�
告
外
部
電｣

、｢

魯
撫

李
秉
衡
致
總��
人
將
章
高
元
留�
島�
兵
載
械
至
膠
州
章
誓
死
不

從
電｣

、｢

魯
撫
張
汝
梅
致
總�
詢
可
否
俟�
船
去
後
再
飭
章
鎭
移
紮

電｣

、｢

直
隸
王
文
韶
致
樞
垣
章
高
元
報�
限
我
軍�
出
女
姑�
旨
電｣

、

｢

直
隸
王
文
韶
致
樞
垣
報�
兵
密
布
膠
州
扼���
餉
械
均�
電｣

二
二
―
二
六
頁
、｢

魯
撫
張
汝
梅
致
樞
垣
據
報��
章
營
移
紮
煙
臺

無
束
手
侍
斃
之
理
乞
示
電
附
旨｣

三
一
―
三
二
頁
、
以
上
、
王
彦
威
・

王
亮
編『

清
季
外
交
史
料』

(『

史
料
叢
刊

(

三
編
第
二
輯)』

一
九
八

五
年
版
参
照
〈
以
下
、『

外
交
史
料』

と
略
記〉)
一
二
七
巻
。

(

40)
『

翁
日
記』

光
緒
二
十
三
年
十
一
月
初
十
日
―
十
四
日
。

(

41)
｢

致
慶
親
王
函｣
(

孔

｢

膠
州
湾
危
機｣

五
四
頁
参
照
〈
孔
祥
吉

が
翁
万
戈
よ
り
提
供
さ
れ
た
文
書〉)

。

(

42)
｢

此
事
非
一
二
人�
能
口
舌
爭
也｣

『

翁
日
記』

光
緒
二
十
三
年

十
一
月
十
五
日
。
こ
の
張
蔭
桓
の
書
信
の
原
文
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、

｢

致
翁
同�
函｣

(

孔

｢

膠
州
湾
危
機｣

五
五
頁
参
照
〈
孔
祥
吉
に
よ

る
と
、
こ
れ
は
翁
万
戈
よ
り
提
供
さ
れ
た
未
署
名
の
密
書
で
あ
っ
た

が
、
筆
跡
か
ら
張
蔭
桓
が
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
の
こ

と
で
あ
る〉

《
以
下
同
じ》)

。

(

43)
『

翁
日
記』

光
緒
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日
。

(

44)
｢

使
俄
楊
儒
致
總�
俄
外
部
接
巴
電�
商
頗
順
願
得
牘
爲
信
電｣

『

外
交
史
料』

一
二
七
巻
三
二
頁
。

(

45)
｢

致
翁
同�
函｣

(

孔

｢

膠
州
湾
危
機｣

五
六
―
五
七
頁
参
照

〈
孔
祥
吉
が
翁
万
戈
よ
り
提
供
さ
れ
た
文
書〉)

。

(

46)
『

翁
日
記』

光
緒
二
十
三
年
十
一
月
廿
二
日
。

(

47)

同
前
書
、
光
緒
二
十
三
年
十
一
月
廿
八
―
廿
九
日
。

(

48)

同
前
書
、
光
緒
二
十
三
年
十
一
月
廿
六
日
。
孔
祥
吉
は
こ
の
食

い
違
い
を

｢

パ
ブ
ロ
フ
と
李
鴻
章
間
で
策
を
弄
し
た
計
略
で
あ
り
、

ロ
シ
ア
の
旅
順
大
連
獲
得
と
い
う
真
の
意
図
を
隠
匿
し
た｣

と
し
て

い
る
が

(

孔

｢

膠
州
湾
危
機｣

五
七
頁)

、
当
時
の
ロ
シ
ア
外
務
省

副
局
長
で
あ
っ
た
ウ
ォ
ル
フ
男
爵
が
、
旅
順
口
の
占
領
は
そ
の
合
法

的
な
外
観
を
与
え
ん
が
為
、
好
都
合
の
時
期
を
待
つ
必
要
が
あ
り
、

北
京
駐
在
の
公
使
に
す
ら
そ
の
秘
密
は
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
と
明
か

し
て
い
る

(�������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������

1928��
224�225�

〈
ウ
ォ
ル
フ
男
爵
の
未
公

刊
の
回
想
録
に
よ
る〉)

こ
と
は
、
す
で
に
矢
野
仁
一
の
指
摘
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る

(

矢
野

『

支
那
外
交
史』

四
七
八
―
四
七
九
頁)

。
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一
四
〇

ま
た
、
十
二
月
二
十
六
日

(

光
緒
暦
十
二
月
三
日)

の
楊
儒
か
ら
総

理
衙
門
へ
の
電
報
で
は
、
ロ
シ
ア
外
務
大
臣
が
、｢

パ
ブ
ロ
フ
代
理

公
使
の
力
量
は

(

中
略)

、
恐
ら
く
は
充
分
で
は
な
い
嫌
い
が
あ
る｣

と
、
述
べ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る

(｢

使
俄
楊
儒
致
總�
報
俄
外
部

對
華
議
論
頗
有
擔
當
電｣

『

外
交
史
料』

一
二
八
巻
三
頁)

。

(

49)
『

翁
日
記』
光
緒
二
十
三
年
十
二
月
初
三
日
。

(

50)
｢

旨
寄
宋
慶
俄
船
在
旅
應
用
物
件
着
隨
時
接
濟
電｣

『

外
交
史
料』

一
二
七
巻
三
三
頁
。

(

51)

十
二
月
二
十
四
日
に
は
ロ
シ
ア
皇
帝
よ
り
、
そ
の
待
遇
に
対
す

る
謝
礼
を
述
べ
る
電
報
が
届
い
て
い
る

(『

翁
日
記』

光
緒
二
十
三

年
十
二
月
朔)

。

(

52)
｢

江
督
劉
坤
一
致
總�
沈
敦
和
報
據
英
將
言
中
國
聯
英
聯
俄
利

害
電
附
旨｣

『

外
交
史
料』

一
二
七
巻
三
七
頁
。

(

53)
｢

鄂
督
張
之
洞
致
總�
膠
事
危��
陳
應
付�
法
五
條
電｣

同

前
書
、
一
二
八
巻
一
頁
、『

張
全
集』

電
奏
七
巻
十
四
頁
。

(

54)
『

翁
日
記』

光
緒
二
十
三
年
十
二
月
初
五
日
。

(

55)

同
前
書
、
光
緒
二
十
三
年
十
二
月
初
六
日
。

(

56)

同
前
書
、
光
緒
二
十
四
年
二
月
十
一
日
。

(

57)
｢

專
使
許
景
澄
致
總�
俄
外
部
言
必
須
租
不
凍
海
口
爲
各
師
屯

地
電｣
｢

專
使
許
景
澄
致
總�
見
俄
君
遞
國
電
竝
問
答�
形
電｣

『

外

交
史
料』

一
三
〇
巻
一
一
―
一
三
頁
、『

許
遺
集』

電
報
二
八
頁
―

二
九
頁
。『

翁
日
記』

光
緒
二
十
四
年
二
月
廿
三
日
―
廿
四
日
。

(

58)
『

翁
日
記』

、
光
緒
二
十
四
年
二
月
廿
五
日
。

(

59)
｢

許
景
澄
楊
儒
致
總�
報
與
俄
外
部
剖
辯
租
地
事
電｣

『

外
交
史

料』

一
三
〇
巻
一
三
―
一
四
頁
、｢

出
使
大
臣
許
景
澄
楊
儒
來
電

光
緒
二
十
四
年
二
月
二
十
六
日
到�
遞
電
信�(

三
六
〇
三
文
書)｣

『

交
渉
史
料』

五
一
巻
十
九
頁
、『

許
遺
集』

電
報
二
九
頁
。『

翁
日

記』

光
緒
二
十
四
年
二
月
廿
九
日
。

(

60)
『

翁
日
記』

光
緒
二
十
四
年
二
月
廿
八
日
―
三
月
初
二
日
。

(

61)

孔
祥
吉
は
、
李
鴻
章
が
ロ
シ
ア
か
ら
賄
賂
を
受
け
取
り
説
得
役

を
務
め
た
と
す
る

(

孔

｢

膠
州
湾
危
機｣

五
九
―
六
〇
頁)

が
、
李

鴻
章
の
工
作
が
な
く
と
も
清
国
は
ロ
シ
ア
の
要
求
を
受
け
入
れ
ざ
る

を
得
な
い
状
況
だ
っ
た
。
李
鴻
章
が
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
の
は
三
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る

(

張
蓉
初
訳

『

紅�
雜
誌
有

關
中
國
交�
史
料�
譯』

生
活
・
讀
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九
五

七
年
、
二
一
〇
頁)

。

(

62)
｢�

詳
審
國
勢
、
善
全
邦
交
、
以�
後
患
摺｣

孔
祥
吉
編
著

『

康
有
爲
変
法
奏
章
輯
考』

北
京
、
北
京
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇

八
年

(

以
下
、『

奏
章
輯
考』

と
略
記)

一
一
八
―
一
二
〇
頁
。｢�

事
將
定
、
後
患
宜
防
、
亟
應
外
善
邦
交
、�
修
邊
備
摺｣

孔
祥
吉

『
救
亡
圖
存
的
藍
圖

康
有
爲
變
法
奏
議
輯
證』

台
北
、
聨
合
報
系
文

化
、
一
九
九
八
年

(

以
下
、『

奏
議
輯
證』

と
略
記)

一
六
―
二
〇
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一
四
一

頁
、『

奏
章
輯
考』

一
四
五
―
一
四
七
頁
。

(
63)

｢�
聯
結
英
國
、
立
制�
氛
、�
堅
俄
助
摺｣

『

奏
章
輯
考』

一

二
四
―
一
二
五
頁
。

(

64)
｢

膠
州
不
可
借�
、
宜
密
結
英
日
以
圖
抵
制
摺｣

｢

結
倭
聯
英
竝

緩
償
倭
款
片｣
同
前
書
、
一
二
八
―
一
二
九
頁
。

(

65)
｢�

捐�
拒
俄
聯
英
摺｣

『

奏
議
輯
證』

二
九
五
―
二
九
八
頁
。

(

66)
｢

爲
脅
割
旅
大
、�
亡
在�
、
乞
密
聯
英
日
、
堅
拒
勿
許
摺｣

同
前
書
、
四
六
―
四
八
頁
。

(

67)
｢��

代
奏
、
乞
力
拒
俄�
衆
公
保
疏｣

『

奏
章
輯
考』

一
七
七
―

一
七
九
頁
。

(

68)
｢

現
若
與
英
・
日�
立
密
約
、
不
惟
無
厭
之���
貪
心
、
且

英
日
之
政
、
出�
議
員
、
斷�
嚴
密
、
萬
一
泄
露
、
轉
予
人
以
口
實
。

就
今
日
時
勢
而
論
、
東
方
太�
之
局
、
自
應
亟
圖
共
保
、
以
張
國
維
。

臣
等
現
擬
奏�
、
簡
派
專
員
、
分
聘
英
・
俄
・
美
・
日�
國
、
擬
較

專
聯
英
・
日
以
拒
俄
、
略
爲�
善
。
該
御
史�
奏
、
應
毋
庸
議｣

総

理
衙
門
大
臣
奕�斤
等

｢�
旨
議�
御
史
陳
其
璋�
外
修
邦
交
、�
修

邊
備
摺｣

中
国
第
一
歴
史�
案
館
所
蔵

(

孔

『

奏
議
研
究』

二
一
九

頁
よ
り
転
引)

。

(

69)

光
緒
二
十
一
年
十
一
月
十
七
日
の
軍
機
処
宛
電
報

(

同
前
書
、

二
〇
五
頁
参
照)

。

(

70)
｢

致
總�
光�
二
十
三
年
十
二
月
初
十
日｣

(

辰
刻
・
巳
刻
・

亥
刻
の
三
件)

『

張
全
集』

電
奏
七
十
九
巻
一
七
―
二
〇
頁
。

(

71)
｢

湖
南�
撫
陳
寳
箴
來
電

光�
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

到
電
報�｣

『

交
渉
史
料』

五
一
巻
十
三
頁
。

(

72)
｢

論
中
國
宜
與
英
日
聯
盟｣

『

覺
顛
冥
齋�
言』

第
四
巻
二
十
二
―

二
十
七
頁
、『

湘
報』

第
二
十
三
號
、
光
緒
二
十
四
年
三
月
十
一
日

出
版
。

(

73)
｢

聯
英
策｣

『

知
新
報』

第
十
五
冊
、
光
緒
二
十
四
年
二
月
十
一

日
出
版
。

(

74)
｢

中
外
事
事
隔
門亥
、�
爲
密
謀
、�
可�
使
各
國
、
商
保
東
方

太�
之
局
、
則
不
聯
之
聯
、
不
致
激
成
東
方
戰
局｣

｢

總�
來
電

光�
二
十
三
年
十
二
月
二
十
九
日
到｣

『

張
全
集』

電
奏
七
十
九
巻

二
十
六
―
二
十
七
頁
。

(

75)
｢

若
俄�
稱
兵
、
法
必
來
助
、
東
方�
戰
、
豈
中
國
之
利
耶｣

｢

恐
不
占
膠
澳
、
兩
國
皆
別
有�
求｣

『

翁
日
記』

光
緒
二
十
三
年
十

月
廿
四
日
。
そ
の
他
、
連
露
策
へ
の
懐
疑
論
と
し
て
は
、｢

使
俄
楊

儒
致
總�
俄
外
部
云�
事
願
効
力
但
俄
貌
示
交
好
恐
不
足
恃
電｣

(『

外
交
史
料』

一
二
七
巻
二
七
―
二
八
頁)

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

十
二
月
四
日
の

『

翁
同�
日
記』

に
は
、
楊
儒
が
、
ロ
シ
ア
は
膠
州

湾
の
件
に
参
与
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
と
電
報
に
て
述
べ
た
と
記

さ
れ
て
い
る

(『

翁
日
記』

光
緒
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日)

。

(

76)
『

康
南
海
自
編
年
譜』

中
国
史
学
会
主
編

『

戊
戌
変
法

(

四)』
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一
四
二

上
海
、
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
六
一
頁
。

(
77)

｢

山
東
道
監
察
御
史
楊
深
秀
摺

光�
二
十
四
年
八
月
初
五
日｣

国
家�
案
局
明
清�
案
館
編

『

戊
戌
變
法�
案
史
料』

北
京
、
中
華

書
局
、
一
九
五
八
年

(

以
下
、『�
案
史
料』

と
略
記)

一
五
頁
。

(

78)
｢

掌
山
東�
監
察
御
史
宋
伯
魯
片

光�
二
十
四
年
八
月
初
六

日｣

同
前
書
、
一
七
〇
頁
。

(

79)
｢

收
北
洋
大
臣
電
、
八
月
初
三
日｣

｢

收
依
將
軍
電
、
八
月
初
三

日｣

中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
所
蔵

『

総
理
衙
門
電�』
光

緒
二
十
四
年

(

黄
彰
健

『

戊
戌
変
法
史
研
究』

上
海
、
上
海
書
店
出

版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
六
四
三
―
六
四
四
頁
参
照)

。

(

80)
｢

斷
不
可
嚴
詞
拒�
、
別
釀
釁
端｣

｢
收
北
洋
大
臣
電
、
八
月
初

四
日｣

(

同
前
書
、
六
四
四
頁
よ
り
転
引)
。

(

81)

こ
う
し
た
認
識
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
本
稿
で
述
べ
て
き
た
通

り
で
あ
る
。
ま
た
、
註

(

38)

・(

48)

で
指
摘
し
た
孔
祥
吉
の
論
考

の
誤
り
も
、
こ
の
認
識
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

(

82)

劉
坤
一
・
張
之
洞
の
連
露
拒
日
論
は
以
下
の
も
の
に
見
ら
れ
る
。

｢

江
督
劉
坤
一
奏
密
陳
大
計
聯
俄
拒
日
以
維
全
局
摺｣

、｢

江
督
劉
坤

一
奏�
飭
密
商
俄
國
促
日��
予
以
新
疆
數
城
爲
謝
片｣

『

外
交
史

料』

一
一
五
巻
二
〇
―
二
一
頁
。｢

欽
差
大
臣
劉
坤
一
來
電

光�
二
十
一
年
四
月
十
四
日
到
電
報�(
三
一
四
四
文
書)｣

『

交
渉
史
料』

四
四
巻
二
頁
。｢

密
陳
聯
俄
拒
倭
大
計
摺

光�
二
十
一
年
閏
五
月

十
五
日｣
『

劉
忠
誠
公

(

坤
一)

遺
集』

奏
疏
二
四
巻
九
―
十
頁
。

｢�
江
督
張
之
洞
奏
今
日
救��
策
莫
如
與
俄
立
密
約
以
結�
援
片｣

『

外
交
史
料』

一
一
六
巻
三
五
―
三
七
頁
。｢

附
件
一

張
之
洞�
與

俄
國
立
約
結
援
片

(

三
三
八
三
文
書)｣

『

交
渉
史
料』

四
六
巻
二
十

二
―
二
十
三
頁
。

(

83)

康
有
為
は
、
日
清
戦
争
の
最
中
の
一
八
九
四
年
に
著
し
た

『

攻

日
策』

の
中
で
、｢

中
國
の
力
量
が
不
足
す
る
の
な
ら
ば
、
外
國
を

以
て
こ
れ
に
借
り
れ
ば
よ
い
。
外
國
が
も
し
も
局
外
を
保
ち
援
助
に

應
じ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
海
關
貨
數
十
萬
金
を
以
て
誘
え
ば
よ
い
、

或
い
は
無
用
の
土
地
を
割
讓
し
て
與
え
れ
ば
よ
い｣

と
述
べ
て
い
る

(�
貴
麟
編

『

萬
木
草
堂
遺
稿』

台
北
、
成
文
出
版
社
、
一
九
七
八

年
、
二
二
―
二
三
頁)

。

(

84)
｢

慶
・
李
・
張
邀
談
、
大
約
除
允
行
外
別
無
法
、
至
英
・
日
・

法
同
時
將�
、
更
無
法
也｣

『

翁
日
記』

光
緒
二
十
四
年
三
月
朔
。

(

85)

拙
稿

｢

翁
同�
の
免
職
帰
郷
事
件
に
関
す
る
一
考
察｣

『

上
智

史
学』

五
十
五
号
、
二
〇
一
〇
年
、
五
一
―
七
六
頁
。

(

86)

梁
啓
超
が
政
変
の
原
因
の
一
つ
を

｢

英
と
露
の
爭
い｣

と
し
た

こ
と
は
、
変
法
が
対
外
連
携
策
な
く
し
て
成
就
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
を
梁
啓
超
ら
変
法
派
が
誰
よ
り
も
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
顕

著
に
示
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
梁
啓
超
ら
は
、
西
太
后

の
背
後
に
ロ
シ
ア
が
あ
る
と
論
じ
、
ロ
シ
ア
と
対
抗
し
て
い
た
英
米
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一
四
三

日
列
強
の
強
固
な
後
ろ
盾
を
得
よ
う
と
し
、
政
変
の
原
因
の
一
つ
を

｢
英
と
露
の
爭
い｣

と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

(

87)
｢��

代
奏
變
法
自
強
當
求
本
原
大
計
條
陳
三
策
疏

光�
二

十
四
年
六
月｣

『

戊
戌
變
法

(

二)』

三
六
二
―
三
六
六
頁
。
茅
海
建

は

『

戊
戌
変
法
史
事
考』

(

北
京
、
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
五
年
〈
以

下
、『

戊
戌
変
法
史
事
考』

と
略
記
〉
九
六
頁)

の
中
で
、
こ
れ
は

七
月
二
十
四
日
に
刑
部
よ
り
代
奏
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
六
月
の
記

述
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(

88)
｢�

部
候
補
主
事
聶
興
圻
摺

光�
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日｣

『�
案
史
料』

七
三
頁
。｢

宗
人
府
主
事
陳
懋
鼎
奏�
降
旨
召
見
日
本

伊
藤
博
文
摺｣

『

外
交
史
料』

一
三
四
巻
一
九
頁
。｢

江
蘇
松
江
府
知

府
撲
子
潼
摺

光�
二
十
四
年
八
月
初
三
日｣

『�
案
史
料』

一
三

頁
。｢

軍
機
處�
副
・
補�
・
戊
戌
変
法
項｣

｢

隨
手�｣

｢

上��｣

光
緒
二
十
四
年
八
月
初
四
日
條

(『

戊
戌
変
法
史
事
考』

九
七
頁
参

照)

。

(

89)
｢

聘
東
西
各
國
政
治
專
家｣

『

戊
戌
政
變
記』

、
一
二
四
―
一
二

五
頁
。
ま
た
、
上
海
広
学
会
に
て
テ
ィ
モ
シ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
の
補

佐
を
務
め
た
程�育
は
、
光
緒
帝
は
懋
勤
殿
を
開
設
し
、
テ
ィ
モ
シ
ー
・

リ
チ
ャ
ー
ド
を
顧
問
と
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
と
し
て
い
る

(『

康
南
海
先
生
墨
跡』

蒋
貴
麟
主
編

『

康
南
海
先
生
遺
著
彙
刊

(

一

七)』

台
北
、
台
湾
宏
業
書
局
、
一
九
七
六
年
、
二
一
七
―
二
一
八

頁)

。

(

上
智
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程)


